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１．議事日程（第１日目） 

  （予算決算常任委員会） 

                             平成２６年 ９月２２日 

                             午前 ９時００分 開会 

                             於  第１委員会室 

 １、開 会 

 ２、議 題 

  （１）認定第１号 平成25年度安芸高田市一般会計決算の認定について 

 ３、散 会 

 

 

 

２．出席委員は次のとおりである。（１６名） 

   委員長   青 原 敏 治      副委員長  先 川 和 幸 

   委員    玉 重 輝 吉      委員    玉 井 直 子 

   委員    久 保 慶 子      委員    下 岡 多美枝 

   委員    前 重 昌 敬      委員    石 飛 慶 久 

   委員    児 玉 史 則      委員    大 下 正 幸 

   委員    熊 高 昌 三      委員    宍 戸 邦 夫 

   委員    山 本   優      委員    秋 田 雅 朝 

   委員    藤 井 昌 之      委員    金 行 哲 昭 

 

 

 

３．欠席委員は次のとおりである。（なし） 

 

 

 

４．委員外議員（なし） 

 

 

 

５．安芸高田市議会委員会条例第２１条の規定により出席した者の職氏名（４９名） 

  市 長  浜 田 一 義  総 務 部 長  沖 野 文 雄 

  総 務 課 長  杉 安 明 彦  総務課課長補佐  前   寿 成 

  総務課秘書行政係長  新 谷 洋 子  総務課職員係長  佐々木 満 朗 

  総務課電算管理係長  竹 本 伸 治  危 機 管理 課 長  行 森 俊 荘 

  危機管理課主幹  梶 森 正 敬  財 産 管理 課 長  山 中   章 

  財産管理課管理係長  内 藤 道 也  財産管理課営繕係長  竹 添 正 弘 

  企 画 振興 部 長  武 岡 隆 文  財 政 課 長  西 岡 保 典 

  財政課経営管理係長  村 田 栄 二  財政課財政係長  高 下 正 晴 
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  政 策 企画 課 長  山 平   修  政策企画課課長補佐(兼)情報化推進係長  宮 本 智 雄 

  政策企画課企画調整係長  河 本 圭 司  政策企画課広報広聴係長  浮 田 真 治 

  まちづくり支援係長  山 根 孝 浩  会計管理者(兼)会計課長  広 瀬 信 之 

  会計課出納係長  佐々木 浩 人  行政委員会総合事務局長  大 野 泰 典 

  行政委員会総合事務局長補佐（兼）選挙・監査係長  柿 林 浩 次  消防本部消防長  久 保 高 憲 

  消 防 総務 課 長  杉 田 昭 文  消防総務課課長補佐（兼）総務係長  吉 川 真 治 

  予 防 課 長  近 藤 修 二  予防課予防係長  浮 田 雄 治 

  予防課指導係長  逸 見 飛 鳥  消 防 課 長  益 田 輝 喜 

  消防課消防係長  下津江   健  消防課通信指令係長  兼 近 高志郎 

  消 防 署 長  中 迫 二三男  北 部 分駐 所 長  藤 本 弘 幸 

  警 防 課 主 幹  道 沖 尊 義  警 防 課小 隊 長  谷 口 修 二 

  警防課救急係長  河 野   円  市 民 部 長  小笠原 義 和 

  総 合 窓口 課 長  高 松 正 之  総合窓口課課長補佐  野 村 政 彦 

  税 務 課 長  中 山 好 夫  税務課市民税係長  末 島 浩 司 

  税務課資産税係長  佐 藤 一 夫  税務課収納係長  竹 本 繁 行 

  環 境 生活 課 長  中 村 慎 吾  環境生活課主幹(兼)市民生活係長  大 田 雄 司 

  人権多文化共生推進課長  野 川 栄 治  人権多文化共生推進課人権多文化共生推進係長  原 田 和 雄 

 

 

 

６．職務のため出席した事務局の職氏名（５名） 

  事 務 局 長  外 輪 勇 三  事 務 局 次 長  近 永 義 和 

  総 務 係 長  森 岡 雅 昭  専 門 員  大 足 龍 利 

  主 任  宗 近 弘 美 
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   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午前 ９時００分 開会 

○青原委員長  定刻になりました。 

 ただいまの出席委員は16名でございます。 

 定足数に達しておりますので、これより第12回予算決算常任委員会を

開会いたします。 

 本日の当委員会における議案の審査は、9月9日に開かれた、平成26年

第3回定例会の初日において付託のあった、認定第1号「平成25年度安芸

高田市一般会計決算の認定について」の件から、認定第13号「平成25年

度安芸高田市水道事業決算の認定について」の件までの13件であります。 

 本委員会の審査日程は、お手元に配付しておりますとおり、本日と24

日、25日の3日間といたします。 

 本日は、総務部、企画振興部、会計課、行政委員会総合事務局、消防

本部・消防署、市民部の審査を行い、24日には、福祉保健部、産業振興

部、農業委員会事務局、建設部、公営企業部の審査を行います。また、

25日につきましては、教育委員会事務局、議会事務局の審査の後、討

論・採決を行いたいと思います。 

 この際、審査の方法についてお諮りをいたします。 

 審査の方法については、お手元に配付しました「審査予定表」並びに

主要施策の成果に関する説明書に係る、各課の該当ページを記載した

「所管別主要施策一覧表」により部局ごとに審査することとし、担当部

長から概要の説明を受け、その後、各課の要点説明を受けて、課ごとに

質疑を行います。 

 会計については、一般会計から審査を行い、特別会計が関係する部局

については、一般会計審査の後、特別会計を審査することといたしたい

と思います。これに御異議ございませんか。 

  〔異議なし〕 

○青原委員長  異議なしと認め、本委員会の審査は「審査予定表」、並びに「所管別

主要施策一覧表」に沿って、審査することと決定いたしました。 

 審査に先立ち、浜田市長から、挨拶を受けます。 

 浜田市長。 

○浜 田 市 長  おはようございます。 

 予算決算常任委員会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げま

す。 

 議員の皆様方には、先週の各常任委員会に引き続き、本委員会の御参

集、まことに御苦労であります。 

 本委員会におきましては、平成25年度の各会計、各事務事業の決算に

ついて部局ごとに審査をいただくわけでございますが、皆様方からいた

だいた御意見を今後、施策推進の参考にさせていただきたいと思ってお

ります。どうかよろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 

○青原委員長  ありがとうございました。 
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 これより、審査に入ります。 

 認定第1号「平成25年度安芸高田市一般会計決算の認定について」の

件を議題といたします。 

 初めに、決算の概要について説明を求めます。 

 武岡企画振興部長。 

○武岡企画振興部長  おはようございます。 

 それでは、平成25年度の決算の概要につきまして、既に配付をさせて

いただいております、普通会計財政状況の資料によりまして御説明をさ

せていただきます。 

 1ページをお開きください。 

 歳入総額は229億2,323万6,000円、歳出総額は221億8,759万5,000円で、

平成24年度よりもおおむね33億円ほど少なくなっております。平成24年

度は新市建設計画の中の大型建設事業の実施のピークの年でございまし

たので、平成23年度とほぼ同程度の規模の決算となりました。 

 差引額は7億3,564万1,000円で、そのうち1億9,715万1,000円は、翌年

度繰り越し財源ですので、実質収支は5億3,849万円となります。平成25

年度の実質収支から平成24年度の実質収支を引いて得られる単年度収支

はマイナス1億5,116万8,000円となります。 

 財政調整基金への積立金は699万9,000円で、取り崩しはございません。

また、平成25年度は平成21年度以来4年ぶりの繰上償還を3億6,615万円

行っております。これらを先ほどの単年度収支に加えて得られる実質単

年度収支は2億2,198万1,000円で、6年続けての黒字となりました。 

 基準財政需要額につきましては、単位費用の見直しによる包括算定経

費の減などにより、平成24年度より減っております。基準財政収入額に

つきましては、法人税割の増により平成24年度よりふえておりまして、

標準財政規模は9,100万円減の142億9,450万4,000円となりました。財政

力指数、実質収支比率につきましては、平成24年度とほとんど同等でご

ざいます。 

 右側の指数につきましては、資料の後半で別途説明をいたしますが、

主立った指数について簡単に申し上げますと、経常的に発生する費用が

経常的に収入される一般財源に占める割合を示す、経常収支比率につき

ましては88.1％と、平成24年度から比べるとやや改善しております。職

員数の減による人件費の減、起債の繰上償還分を除いた元利償還金の減

によって経常費用が減ったことによるものでございます。 

 また、実質公債比率につきましては、今年度につきましても引き続き

順調に改善しており、14.3％となっております。 

 次のページにお進みください。歳入決算について御説明を申し上げま

す。 

 合計229億2,323万6,000円で、平成24年度と比べて33億6,482万8,000

円の減となりました。平成24年度は、先ほども申し上げましたが、新市

建設計画の大型建設事業の実施のピークを迎えておりましたので、平成
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25年度はその事業が終了したことなどによって、国庫支出金や地方債が

減ったものでございます。 

 大きな差があるもので申し上げますと、地方債は、平成24年度と比べ

て25億9,960万円の減です。光ネットワーク整備事業と葬斎場等整備事

業が終了したことによるものでございます。 

 国庫支出金は、平成24年度と比べて6億815万1,000円の減です。光ネ

ットワーク整備事業の終了により、情報通信利用環境整備推進交付金が

9億3,283万4,000円の減、学校耐震化推進事業の減により、安全・安心

な学校づくり交付金が7,574万2,000円の減となりました。 

 一方で、国の経済対策として交付された、地域経済活性化雇用創出臨

時交付金、いわゆる地域の元気臨時交付金が2億4,374万3,000円の増と

なっております。 

 このほか主なものとしては、普通交付税が平成24年度と比べて2億109

万円の減です。法人税の増による基準財政収入額の増と、災害復興財源

のために国家公務員と同等の給与削減をすることを前提に需要額の算定

をされたことによる基準財政需要額の減によるものでございます。 

 繰入金は、平成24年度と比べて、1億4,144万2,000円の増です。将来

の公債費の負担を軽くすることを目的として、起債の繰上償還を行うた

めに減債基金を取り崩して繰り入れたことによるものでございます。 

 以上のとおり、平成24年度と比べて約33億6,000万円、歳入が減少し

ましたが、建設事業の量が減ったことがその主な原因であると言えます。 

 3ページのグラフをごらんいただきますと、建設事業の量の減少に伴

い、地方債と国庫支出金が減少したことで総体的にそのほかの歳入の占

める割合が増加したことがわかります。 

 次のページをお願いいたします。歳出決算について御説明を申し上げ

ます。 

 合計で221億8,759万5,000円で、平成24年度と比べて32億2,979万

8,000円の減となりました。平成24年度は、先ほども申し上げましたと

おり、新市建設計画の大型建設事業の実施のピークを迎えておりました

ので、平成25年度はその事業が終了したことなどによって規模が縮小し

たということになります。 

 普通建設事業は、平成24年度と比べて32億4,604万4,000円の減です。

光ネットワーク整備事業、葬斎場施設等整備事業の終了により、それぞ

れ20億8,087万9,000円、補助単独あわせて、12億6,601万9,000円の減と

なりました。 

 人件費は、平成24年度と比べて2億4,871万6,000円の減です。職員数

の減などにより職員給が1億3,167万4,000円の減となり、退職手当組合

負担金、共済費負担金につきましては、それぞれ7,888万3,000円、

4,130万5,000円の減となりました。 

 一方で、公債費は、平成24年度と比べて2億4,478万8,000円の増です。

これは起債の繰上償還3億6,615万円を含んでいることによるものでござ
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います。今後も将来の負担を減らすために、積極的に繰上償還を行って

いきたいと考えております。 

 以上のとおり、平成24年度と比べて約32億円、歳出が減少しましたが、

その主な原因は大型建設事業が終了したことによるものでございます。 

 5ページのグラフをごらんいただきますと、普通建設事業費の割合が

大きく減少し、その他の費目の割合が少しずつ増加したことがわかりま

す。 

 次のページをお願いいたします。6ページ、目的別歳出決算について

御説明をいたします。 

 目的別歳出決算を見てみますと、先ほどの分析で掲げた、平成24年度

と比べて大きく減った光ネットワーク整備事業、葬斎場施設整備事業が

いずれも総務費であり、大きく減っております。その他につきましては

先ほどの説明と重複するところが多いため、省略をさせていただきます。 

 次のページにお進みください。8ページ、財政状況を表す各指標につ

いて御説明をいたします。 

 左側のグラフをごらんください。棒グラフは経常収支比率で、財政状

況の弾力性を図る指標となっております。市税、普通交付税などの当市

が毎年経常的に得る収入のうち、人件費や公債費などのように毎年経常

的に発生する経費がどのぐらいを占めるかというパーセンテージでござ

います。一般的には90％を超えると弾力性を欠いているという評価にな

っておりますが、当市におきましては88.1％という数値で、平成24年度

よりもやや改善しました。ごらんいただきますように、平成22年度以降

は90％を下回っております。 

 折れ線グラフにつきましては実質公債費比率で、公債費が財政の規模

に比べて過大になっていないかを計る指標となります。この数値によっ

て、起債借入の許可団体になるか、協議団体になるかを判断され、その

境界線は18％でございます。当市は、平成19年度から平成21年度まで

18％を超えておりましたので、起債借入の許可団体でしたが、平成22年

度からは外れおります。平成25年度は平成24年度よりもさらに改善し、

14.3％となりました。 

 右側のグラフをごらんください。折れ線グラフは地方債残高を表して

おります。平成19年度から起債の償還を前倒しして繰上償還を進めるな

どした結果、平成23年度は合併後、最も地方債残高が少なくなりました

が、平成24年度は光ネットワーク整備事業、葬斎場施設整備事業などの

大型事業の実施に伴い多額の借り入れをしたため、地方債残高がふえま

した。平成25年度に新たに借り入れた起債は、平成24年度よりも約26億

円減っておりますが、元金部分の償還の開始が借り入れ後3年目以降に

なるものが多いため、平成24年度よりも若干詳細残高がふえ、332億

8,800万円となりました。平成26年度はさらに借入額が減る見込みであ

るため、地方債残高は減る見込みでございます。 

 棒グラフは将来負担比率で、地方債残高や債務負担行為など、将来負



7 

担する必要がある費用が財政規模に比べて過大になっていないかを計る

資料となります。国が定めた早期改善基準は350％で、当市の平成25年

度の数値は120.9％でございます。平成19年度の195.7％以降、順調に減

少をいたしております。 

 次のページにお進みください。9ページ、普通交付税について御説明

を申し上げます。 

 普通交付税は当市の面積、人口、公共施設の数、職員の数など行政機

関として備えるべき機能を維持するために、標準的にかかるであろう費

用を算定した基準財政需要額から当市の税などの収入から算定した基準

財政収入額を差し引いた額を交付されます。基準財政需要額が表の中段

あたりのアの数値、基準財政収入額がその下のイの数値、普通交付税の

額が一番下の数値でございます。 

 平成25年度の基準財政需要額は126億2,824万9,000円、基準財政収入

額は31億8,232万5,000円です。平成25年度は3年に一度行われる交付税

計算によって算定の際の差額が判明したものを錯誤額として4,439万

7,000円調整をされました。平成25年度の普通交付税額は94億152万

7,000円で、平成24年度と比べて2億109万円の減でございます。 

 次のページをお願いいたします。10ページ、基金の状況について御説

明を申し上げます。 

 基金は大きく3つの種類に分けられます。1つ目は市の貯金にあたる基

金で、財政調整基金と減債基金を指します。平成24年度末の残高はあわ

せて28億5,277万2,000円でしたが、平成25年度は平成24年度歳計剰余金

4億円とあわせて6億3,944万7,000円を積み立て、起債の繰上償還を行う

原資とするため、減債基金を2億3,977万2,000円取り崩しました。その

結果、平成25年度末の残高は32億5,244万7,000円となりました。 

 2つ目は、特定の事業の運営のために基金を積み立てるためのもので、

当市には平成25年度末で21の特定目的基金がございます。特定目的基金

の残高は51億6,139万1,000円で、平成24年度から比べて4億468万7,000

円ふえております。平成25年度に新しくできた基金は下の2つで、光ネ

ットワーク設備管理運営基金については、今後の光ネットワーク設備の

維持のために積み立てるものでございます。地域の元気臨時交付金基金

については、平成25年度に交付された交付金の一部を基金に積み立てる

ものでございます。 

 3つ目は、特別会計の所管する基金でございます。これら3種類の基金

の合計の推移を見てみますと、おおむね65億円ぐらいで推移していたも

のが、平成23年度以降ふえ始め、平成25年度末、約93億円となっており

ます。平成26年度からは普通交付税の合併算定がえによる加算が徐々に

削減されることを踏まえ、余裕資金については基金に積み立てるように

考えております。 

 12ページにお進みください。会計別地方債現在高について御説明を申

し上げます。 
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 この表は、各会計で繰り入れている地方債の残高についてまとめたも

のでございます。先ほど8ページで地方債残高の推移について御説明を

いたしましたが、その数値は下から2番目の上記のうち普通会計分とな

っている数値を指します。平成24年度末の地方債残高は332億2,178万

8,000円で、平成25年度末は332億8,825万3,000円でございます。平成25

年度の部分については、左から順に平成24年度事業の繰り越し分の繰越

起債、平成25年度事業の現年実施分の現年起債と分けて表記をしており

ます。 

 次のページをお願いいたします。13ページ、地方債別現在高と借入先

別現在高について御説明を申し上げます。 

 左側の表は先ほどの地方債現在高を事業債の区分ごとに分けたもので

ございます。最も多いのは合併特例債で、全体の42.2％を占めておりま

す。次に多いのは普通交付税で措置しきれない部分として、平成13年度

から発行されております臨時財政対策債で、全体の25.9％を占めており

ます。その次に多いのは過疎対策債で、全体の9.7％を占めております。

地方債現在高は約333億円と多いのですが、合併特例債、過疎債は70％

が交付税措置され、臨時財政対策債につきましては100％措置されます

ので、実際の市の負担額はそこまで多いわけではございません。しかし、

実質の負担が30％余りとはいえ、地方債残高が余りふえるのは好ましい

ものではございませんので、これ以上ふえることがないよう、適切に管

理をしてまいりたいと考えております。 

 右側の表は借入先別に分けたものでございます。最も多いのはその他

の金融機関で、主には広島北部農協から借りており、全体の41.4％を占

めております。次に多いのは、財政融資資金などの政府資金で、26.4％

でございます。 

 次のページをお願いいたします。14ページ、このページは普通会計の

数値を出すために一般会計、コミュニティ・プラント整備事業特別会計、

飲料水供給事業特別会計の数値の合算の仕方についてまとめたものでご

ざいます。説明については省略をいたします。 

 次のページにお進みください。15ページ、このページは類似の団体の

決算数値の速報値を取りまとめたものです。 

 16ページ以降は、資料編でございますので、参考までにごらんいただ

きたいと思います。 

 以上で、平成25年度普通会計決算の概要説明を終わります。 

 続きまして、健全化判断比率及び資金不足比率につきまして、御説明

をさせていただきます。 

 報告書の1ページをお願いいたします。それでは、総括表として普通

会計における実質赤字比率、全ての会計を合算した連結実質赤字比率、

実質公債費比率、将来負担比率の4指標を掲げております。 

 実質赤字比率、連結実質赤字比率につきましては、実質収支が黒字で

あることから赤字の比率は生じておりません。 
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 一般会計等の公債費の元利償還金並びに企業会計や一部事務組合への

公債費に対する繰出金、負担金等に充当された一般財源の標準財政規模

に対する割合でございます、実質公債費比率につきましては、前年度と

比べ0.7％減少の14.3％となり、平成20年度以降、順調に改善をいたし

ております。 

 次に、将来負担比率でございますが、これは地方債残高のほか、一般

会計等が将来負担すべき実質的な負債や一部事務組合への地方債償還負

担金、職員の退職手当に係る費用、設立法人の負担額等に係る将来負担

見込み額などを標準財政規模で徐した比率でございます。 

 本市の将来負担比率は、前年度と比べ11.8％減少の120.9％となりま

した。早期健全化基準となる350％には至っておりません。一般会計や

上下水道会計などの地方債残高が多額であることから、高い指標である

と考えております。 

 2ページをお願いいたします。2ページからはそれぞれの指標の算定内

容を記載しております。まず、実質赤字比率でございますが、一般会計

等の実質収支額は5億3,849万円の黒字でございます。したがいまして、

実質赤字比率は生じておりません。 

 3ページの連結実質赤字比率につきましても、一般会計等と9の特別会

計等を合算した実質収支、資金収支が黒字であることから赤字比率は生

じておりません。 

 4ページをお願いいたします。実質公債比率でございますが、この指

標は単年度ごとに算出をいたしました数値を3カ年の平均で表すことと

なっております。中段のオに単年度の指標を掲げておりますが、平成25

年度が13.6％、平成24年度が14.3％、平成23年度が15.2％となっており

ます。この比率は過去の起債借入額が影響するため、簡単に改善される

ものではございませんが、平成25年度に行った繰上償還などによりまし

て後年度の公債費負担の軽減を図っているところでございます。平成25

年度におきましては、地方債の償還が順調に進んでいることに伴い、元

利償還金の額が減少し、数値は改善されました。 

 5ページをお願いいたします。5ページは、将来負担比率の算出でござ

います。 

 アからクにつきましては、一般会計等に係る平成25年度末の地方債現

在高等の将来負担額でございます。ケ、コ及びサにつきましては、上記

将来負担額に係る充当可能財源等でございます。将来負担比率の算定方

法は下段のとおりで、平成25年度決算に基づく比率は120.9％となるも

のでございます。 

 6ページをお願いいたします。平成25年度決算に基づく資金不足比率

の報告でございます。 

 これにつきましては、一般会計等の実質収支にあたる公営企業の資金

不足について、事業規模、いわゆる営業収益に対する比率でございます。

総括表に掲げておりますように、各企業会計の資金不足比率は、いずれ
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も実質収支が黒字であり資金不足額は生じておりませんので、比率とし

て計上はされません。なお、比率が20％を超える場合は、経営の健全化

を求める基準となります。 

 7ページは法適用の水道事業会計に係る資金不足額等を記載しており

ます。現金、預金、未収金等の流動資産3億7,077万6,000円が未払い費

用などの流動負債1億831万6,000円を上回っており、2億6,246万円の資

金剰余額となっております。 

 8ページをお願いいたします。8ページには法非適用の公共下水道事業

特別会計をはじめ、合わせて5特別会計の資金不足額等を記載しており

ます。 

 平成25年度決算における各会計の実質収支額は、いずれの会計も黒字

であり、資金不足額はございません。なお、公営企業会計の運営におき

ましては、本来、独立採算が原則でございますが、現在、これらの公営

企業会計においては使用料収入等の収益で全ての費用を賄うことができ

ないため、収支不足額は一般会計から繰り出し、補填を行っている状況

でございます。一般会計の将来的な財政状況を考えますと、現状のよう

な繰り出しを引き続いてできるか不透明でございますので、使用料等の

見直しのもとに企業会計の健全かつ安定的な運営に努める必要があると

いうふうに考えております。 

 以上、財政健全化法に伴う健全化判断比率等の御報告をさせていただ

きましたが、実質公債比率、将来負担比率のいずれも早期健全化基準を

下回り、指標も改善されたとはいえ、決して良好な数値とは言えない状

況でございます。今後もより一層の財政健全化を目指し、財源確保と徹

底した経費の削減を図り、限られた財源を最大限に有効活用するため施

策の重点化を推進し、より効率的・効果的な行財政運営に努めてまいり

たいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 以上で説明を終わります。 

○青原委員長  以上で説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。先ほどの概要説明について、質疑はあり

ませんか。 

  〔質疑なし〕 

○青原委員長  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 

 これより、総務部の審査を行います。概要の説明を求めます。 

 沖野総務部長。 

○沖野総務部長  総務部にかかります概要説明を行います。 

 平成25年は、合併10周年目を迎えたという節目の年でありました。市

民憲章をはじめ、合併記念式典を行った年でございます。反面、節目の

年ということで合併10年以降をどのようにしていくかということを考え

ていく、非常に大切な年であったと思っております。 

 仕事目標に3点を掲げております。 

 まず総務課につきましては、合併以来、職員の定員管理に関する資料
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を御説明申し上げ、定員管理を進めておりますが、第3次定員適正化計

画を策定いたしました。 

 危機管理課におきましては、お太助フォンの整備によりまして、Ｊア

ラートと直接つなぐことができる起動装置の設置を行っております。 

 財産管理課につきましては、いわゆる公共施設がどうあるべきであろ

うかと考え直す年のスタートにしたいということで、公共施設の現状調

査を行ってきたという状況でございます。 

 以下、各課長より詳細の説明を行います。 

○青原委員長  杉安総務課長。 

○杉安総務課長  おはようございます。 

 それでは、総務課が所掌しております、事務事業の決算の概要につい

て御説明を申し上げます。 

 主要施策の成果に関する説明書で御説明を申し上げます。説明書の13

ページをお開きください。 

 最初に、総務一般管理費でございます。総務一般管理費につきまして

は、行政嘱託員や通知公報に係る事務、また全庁を対象とする郵送料の

管理と秘書業務による日程調整機能など、市役所全体にかかわる庶務的

な支出が主な内容となっております。 

 ①行政情報提供事業としましては、市内497人の行政嘱託員を通じて

月2回の通知公報を配布、回覧をしております。事業費としましては、

行政嘱託員報酬、及びシルバー人材センターと地域振興事業団への委託

料が主なものでございます。なお、通知公報につきましては、来年4月

から月2回を1回とさせていただくこととしております。 

 14ページをお願いいたします。 

 次に、②行政相談事業としましては、毎年1回、1日総合相談所を開設

しておりまして、平成25年度では7月24日に実施し、14機関により30件

の相談を受けております。 

 次に、③市制施行10周年記念式典でございます。先ほど総務部長から

報告をさせていただきましたが、昨年12月1日、議員の皆さんをはじめ、

内外関係者約450人の方々に御出席をいただきまして、記念式典を挙行

いたしました。 

 内容としましては、15ページにありますように、4団体の表彰と市民

憲章及び公式マスコットキャラクターの発表などがございました。式典

において発表いたしました市民憲章は、7回にわたる審議会の議論によ

り、16ページのとおり、議会議決を経て制定をいたしました。なお、表

彰、審査委員会の状況等につきましては、御参照ください。 

 成果及び今後の課題でございますが、とりわけ課題として、冒頭申し

上げましたように、来年1月から通知公報を2回から1回に変更をさせて

いただくこととしておりますので、できる限り、紙ベースであった情報

をデータ化して、お太助フォンに移行するための取り組みを進めてまい

りたいと考えております。 



12 

 次に、16ページの下段から法制執務事業費でございます。法制執務事

業費は、例規の制定改廃の管理、情報公開、個人情報保護の制度運用、

顧問弁護士による法務管理に係る支出が主な内容となっております。 

 17ページ、①情報公開・個人情報保護事務につきましては、関係法令

並びに条例に基づき運用しておりまして、情報公開では適正かつ積極的

な開示を、また個人情報では適正な管理を視点として実施をしていると

ころでございます。 

 各制度の運用状況につきましては、17ページの上段から整理をしてお

りますので、ごらんください。また、公文書の管理、個人情報及び情報

公開、各制度の適正な運用のため、現在は委員6名で構成する審査会を

設置し、関係案件について諮問審議を行っております。平成25年度にお

きましては3回の委員会を開催しております。 

 18ページをお願いいたします。 

 ②法制執務事務につきましては、市が制定、改廃すべき条例として各

定例会、及び臨時会に上程しますと同時に、これに付随します規則、要

綱等をあわせ、年間169件を取り扱っております。事業費としましては、

これらを管理しますシステムの運用経費が主なものとなっております。 

 次に、顧問弁護士への委託につきましては、引き続き2名の顧問弁護

士に依頼をしておりまして、平成25年度では15件の相談をさせていただ

いております。なお、平成24年6月に提訴がありました住民訴訟につき

ましては、前川顧問弁護士を訴訟代理人として対応をしてきております

が、現在、控訴人は最高裁判所に上告をしておりますので、引き続き、

前川弁護士を訴訟代理人として対応していくこととしております。 

 19ページをお願いいたします。 

 成果並びに今後の課題としましては、特に課題として捉えております

のは、平成28年から一部利用が開始されますマイナンバー制度に伴い、

本市として必要な制度設計及び条例改正等について研究をしていく必要

があると思っております。 

 次に、人事管理事業費でございます。人事管理事業費は、職員研修、

職員採用、人事評価制度の構築や職員の福利厚生事業並びに給与管理事

務に係る支出が主な内容でございます。 

 ①人材育成事業につきましては、職員の基礎能力の向上や専門的な知

識の習得のための研修を実施しておりまして、市独自のものでは、19ペ

ージ中段から20ページ、21ページ、22ページの上段までに整理をしてお

りますように、21の研修に述べ1,339名の職員が参加をしております。

また、広島県自治総合研修センターなど3機関が実施します研修には、

述べ120名の職員が参加しております。 

 次に、23ページには、職員の派遣研修の状況をまとめておりますが、

サンフレッチェ広島など民間等の経営ノウハウを習得すると同時に、各

団体との交流と連携を深めるため、6機関へ6名の職員を派遣いたしてお

ります。 
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 23ページの下段からになります。②職員人事管理事業につきましては、

昨年6月に策定をいたしました第3次定員適正化計画に基づき、職員数の

適正な管理を行うと同時に、24ページの上段にありますように、平成26

年度、本年度の採用に向けた資格試験を実施いたしました。職員数と採

用者数につきましては、表に整理をしたとおりでございます。 

 人事評価制度につきましては、管理職を対象に平成21年度から試行実

施してまいりましたが、平成24年度からは消防吏員、保育所を除く一般

職の職員へも範囲を拡大し、実施をしてきたところでございます。 

 24ページの下段になります。③職員福利厚生事業につきましては、労

働安全衛生法などにより事業所及び職員双方に義務づけられております

健康診断につき、職員が受診をしている状況を示したものでございます。 

 次に、④職員給与管理事業につきましては、条例並びに規則にのっと

り適正に運用をしますと同時に、基本的には国の人事院勧告及び報告に

基づき、各制度の改定を行って来ております。 

 とりわけ平成25年度では、25ページ上段から表に整理をしております

ように、国家公務員の給与の削減措置を踏まえ、本市におきましても、

平成25年7月1日から平成26年3月31日までの9カ月間で一般職及び市長を

含む3役において、給与の減額措置を実施したところでございます。上

段の表から整理しておりますように、一般職の職員においては給料月額

の8％から3％、さらに特別職では市長で月額15％、副市長、教育長で

10％をそれぞれ減額いたした結果、中段下の表の合計欄にありますよう

に、約9,800万円の削減効果を見たところでございます。 

 26ページをお願いいたします。中段上にラスパイレス指数の状況を示

しております。 

 ラスパイレス指数は、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方

公務員の給与水準を指数として示すものでございまして、本市の場合、

平成23年度で101.0、24年度の参考値で100.8、25年度の参考値で100.9

となっております。ここで参考値は注意書きにありますように、国家公

務員に減額措置がなかった場合として比較したものでございまして、通

常はこの比較となります。 

 成果及び今後の課題につきましては、26ページの下段、課題の3行目

あたりに記述をしておりますように、また一般質問でもございましたが、

今後3年間で管理職の52％が定年を迎えます。引き続き、職員研修並び

に人事交流などで必要な人材の育成に努めていく必要があると考えてお

ります。 

 また、27ページの中段あたりになりますが、課題として、人事評価制

度の記述をしております。現在、試行を続けておりますが、本制度につ

きましては地方公務員法の一部改正を受け、平成28年度から本格的な運

用が求められておりますので、職員全体が納得できるような制度構築に

努めてまいりたいと考えております。 

 次に、広域ネットワーク管理事業費でございます。27ページの後段あ
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たりになりますが、平成25年度は情報政策課が所掌しておりましたが、

機構改革により、内部管理部分のみ総務課に移動をしております。本庁、

各支所、小中学校等の主要公共施設を結ぶ光ファイバー網の維持管理経

費としてネットワークの機器修繕などが主な内容でございます。 

 次に、電算システム事業費でございます。28ページをお開きください。 

 電算システムには、住民記録、税、福祉、上下水道などの基幹系の業

務と庁内ＬＡＮを利用した情報系の業務があります。ここでは、システ

ム全体を維持管理する費用として、①電算システム維持管理経費と②イ

ントラネットパソコン等維持管理経費の2つに分けて記述をしておりま

す。内容につきましては御参照ください。 

 成果及び課題につきましては、29ページの上段部分の課題に記述をし

ておりますように、今後、更新時にコスト削減につながるためのクラウ

ド方式の導入について研究する必要性を感じております。 

 また、中段あたりに課題として記述しておりますように、情報管理の

徹底を図るために、職員の知識、意識の向上に努めると同時に、人的セ

キュリティ対策の充実を図る必要があると考えております。 

 次に、光ネットワーク整備事業でございます。29ページの中段あたり

になりますが、情報系のネットワークシステムのうち、本庁及び支所の

ネットワーク機器やサーバーシステムなど、平成25年度において光ネッ

トワークシステムの整備にあわせ約11億円の事業費のうち約4,400万円

で更新作業を行いました。これにより将来必要であった作業の一部をこ

の機に実施することができ、コスト削減につながったと考えております。 

 以上で、総務課の決算の概要の説明を終わります。 

○青原委員長  これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 玉重委員。 

○玉 重 委 員  20、21ページの人材育成事業でちょっと気になる点です。まず21ペー

ジのほうで、多文化共生リレー講座があったわけですが、参加者が2名

と。この2名はどこの課の職員か教えていただけるでしょうか。 

○青原委員長  杉安総務課長。 

○杉安総務課長  個別の中身の資料については今手持ちがございませんので、後ほどお

知らせをさせていただきたいと思います。 

○青原委員長  玉重委員。 

○玉 重 委 員  もう1つが、20ページで、まず9月26、27日で多文化共生職員研修で

137名、各部署からの推薦者ということで参加されて、12月10日で受講

者が希望する職員になった場合に2名しかないと。内容が書いてあるよ

うに多文化共生、市長の掲げておる重要施策の1つであるとされている

んですが、これを見ると、職員さんが本当に重要施策の1つと認識され

ておるのかと。これも費用をかけて取り組まれておるわけですが、137

名で、希望者になると2名と。この2名も担当課の2名かなと思ったりは

したんですが、ちょっとこの数字を見て市長の見解を伺います。 

○青原委員長  杉安総務課長。 
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○杉安総務課長  市政の問題は市長の答弁になると思いますが、ここで整理をしており

ますのは、研修の内容、それと受け付ける人員とのバランスを考えなが

ら募集をしたり、自主的に手をあげて出たりする内容ですので、意欲が

なくて少ないとか意欲があって多いとかじゃなくて、その研修の中身と

募集人員に応じて職員を割り振ったりしています。特段、そこに意識が

欠けておるとか、そういう課題があってこの人数が大きく開きがあると

いう認識ではないと思います。1つずつの研修の中身を見てみないとわ

からないんですけど、大体ここにあります研修はそういった形で職員を

派遣したりあるいは募集したりしておりますので、内容によるというふ

うに御理解をいただきたいと思います。 

○青原委員長  続いて答弁を求めます。 

 浜田市長。 

○浜 田 市 長  私もこの結果はよくわかりませんけど、職員の方に多く参加してもら

いたいんですけど、どういう理由で少なかったかというのはちょっと後

から検証してみたいと思います。基本的には多くの市民の方にこの事業

の必要性を知ってもらわないけんということで、今年度の訓示でも指示

しておるところでございます。 

 多文化共生にかかわる税務課、建設課、福祉、教育、このことを職員

が共有することによって「オール安芸高田」の精神でいけるということ

なので、このことが合併以来、安芸高田市に一番欠けていたところと認

識しておりますので、今後、このことについては再度また職員にもハッ

パをかけていきたいと思っています。 

 これ、職員に限らず、安芸高田市も「オール安芸高田」と言ってるわ

けでございますので、今安芸高田市に一番欠けていることは「オール安

芸高田」ということでございますので、このことによって小さなまちが

団結して発展していくということでございますので、御理解を賜りたい

と思います。職員もそういう意味の結束が大事ということは認識してお

ります。 

○青原委員長  玉重委員。 

○玉 重 委 員  今から浸透させないといけない中で、市民もですが、自分も実際中国

の実習生とも関係があって、多文化には今後労働人口の問題とかで重要

な課題と認識しておりますので、市長が重点施策にしておるわけで、予

算もつけてますので、今度はこの辺の参加者の人数の結果もちょっとこ

だわっていって、予算をつけてやるわけですから、成果を出していって

いただきたいと要望いたしまして終わります。 

○青原委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 石飛委員。 

○石 飛 委 員  主要施策の25ページのところですが、職員給与の管理事業ということ

で、9カ月の間、職員さん、労働組合等の合意のもと削減されました。

この結果の成果ですが、職員さんとの関係で円満にやっていくのは当然

なんですが、このことを実行されて市にとっての交付金とかいろんなメ
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リットとかいうものは特になかったのでしょうか。 

○青原委員長  答弁を求めます。 

 杉安総務課長。 

○杉安総務課長  企画振興部長のほうから総括説明の中にもありましたけれども、もう

交付税のほうが減額措置を前提とした額であるということから考えると、

職員の協力を得てこれを減額したということは、もうその時点で財政的

にはメリットが大きいということだと、私、総務課のほうではそのよう

に思っております。 

 今回の国のほうの要請の根拠となりますのは、東日本大震災の復興と

いうことへの要請であったわけでして、そのことについて職員団体にも

話をして理解を得てきたということは協力していただいたということは

非常にメリットがあったと私どもは思っております。 

○青原委員長  西岡財政課長。 

○西岡財政課長  今の関連でございますけれども、総務のほうからは給与カットした部

分の意義の部分ですね。私のほうからは、先ほど部長の総括説明でもあ

りましたけれども、交付税が実質減るわけです。ですが、国が要請した

減額の率というのは7.8％ですね。本市においては金額的に約9,800万円

という部分ですが、平均で率が5.82だったですか。ですからその差額は

あります。その部分は当然国は見込んで交付税のほうを削減をしてきて

おります。交付税のほうから言うと、その分だけは多い額が削減されて

おるわけでありまして、実質には4,000万余りかもわかりませんけれど

も、人件費については交付税の算定が詳細にわかりません。国がはっき

り示さない限りわかりませんが、おおむね3月にもお話をさせてもらっ

たと思うんですが、1億3,000万円から4,000万円の間だと思います。そ

の差額という部分が4,000万円ぐらいあるのかなという部分は思います。

その部分だけは一般財源という形に最終的にはなっていると思います。

これもうデメリットの部分かもわかりませんが。以上です。 

○青原委員長  石飛委員。 

○石 飛 委 員  地方交付税という形のみならず元気交付金とか、いろんな特別交付税

も出てきてる部分、受けてる部分もあると思うんです。そういうものに

対するものは全くなかったんですか。メリットもあれば、お願いします。 

○青原委員長  西岡財政課長。 

○西岡財政課長  国の景気対策の部分の臨時交付金というのは、平成24年度以降、毎年

あっておりますが、今の部分の給与削減については、交付税制度自体の

流れが今大きく変わろうとする中で、行革努力をした部分に対して交付

税を交付しましょうという流れになっております。 

 どういうことかというと具体的には、地域の元気づくり推進費という

のが中に入れられまして、それが4,000万円ぐらい、昨年ありました。

それでいえばとんとんなんですが、そういった形で本来交付税というの

はどこの地域におっても平等な部分の行政サービスを得られるためのも

のですが、そういった努力の部分に対して交付される中身に変わってき
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よるということですね。ですが、その部分だけはプラスになっておりま

す。また、26年は新たな部分のアルファーがあるというふうに理解して

おります。 

○青原委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 宍戸委員。 

○宍 戸 委 員  先ほどの職員、また管理職さんの賃金にかかわることなんですけど、

交付税そのもののあり方に問題があるというふうに思うんですよ。 

 この地方交付税というのは大体所得税とか法人税とか5税の中のパー

セントを決めて集めて、それぞれの地方公共団体が占める部分を国がま

とめて集めてそれを配分していくと。これは地方交付税というのは国税

ではあるんですけれども、やはり地方自治体に対する地方税だというふ

うな考え方を持っていかないといけんと思うんですよね。それが国の都

合によって地方を無視した地方交付税の取り組み方というのは、これ地

方交付税法に私は違反するんじゃないかというふうにも考えているわけ

です。その点について、行政としてはどういうふうに考えられるかお聞

きしたいと思います。 

○青原委員長  今の部分は財政課のほうでお願いできればと思います。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 前重委員。 

○前 重 委 員  28、29、30ページになりますが、情報化ですね。成果と課題のところ

で今後の課題といったところで、28ページにおいては、人的セキュリテ

ィを向上させる必要があると。29ページにおいても同じように、これは

電算システムの事業維持管理というところにも人的セキュリティ対策を

ルール化する必要があると。次の30ページですね。これはもう光ネット

ワーク整備事業費の関係ところにも人的セキュリティ工事をさせる必要

があると。この辺のルール化、こうしたところはどういうお考えで計画

的に考えておられるのか、そこら辺の今後の方針とかお聞きしたいと思

います。 

○青原委員長  杉安総務課長。 

○杉安総務課長  同じ表現をさせていただいておるということは、それだけこのことが

重要であると認識を持っております。 

 そのことは、つい最近では、ベネッセの2,000万件の情報漏えいとい

うこともありまして、平成26年度とりわけ今年度も取り組んでおるんで

すけれども、人的セキュリティでは毎年度やってきた職員研修にも力を

入れてまいりたいと思いますが、内部監査をしていきたいと。これは研

修も含めてですけれども、そういうハード的な部分についてのセキュリ

ティ対策というのも力を入れてまいりたいと思います。 

 既に実行しておりますのが、ベネッセでもありましたけど、ネットワ

ークにつながっておりますパソコンにＵＳＢでありますとかスマホとか、

そういったものをつなげて情報を持っていったわけですけど、それがハ

ード的、システム的にできないような仕組みが必要だと思います。今ま
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でそれが全然してなかったかというと、してはいたんですが、その状況

をつぶさに電算管理係のほうでは見れますので、リアルタイムで、不正

なことについての監視はできていましたが、それだけでは不十分であろ

うというふうに思いますので、それぞれつなげられるものに制限をかけ

たいと思っております。既にＵＳＢにつきましては、つなげられるもの

についての登録と数の制限もさせていただきたいと思っております。 

 ただ、写真とか容量の大きいものにつきましてはどうしても必要にな

ってくるだろうと思いますので、そのことにつきましては特別に用意さ

れたものでこれを登録するということもできますので、それは随時相談

に応じて対応させていただきたいと思っておりますので、これは御相談

をいただきたいと思います。いわゆる人的にこれを防いでいく部分とハ

ード的に防いでいく部分とを組み合わせて今後ともやってまいりたいと

思っております。 

○青原委員長  前重委員。 

○前 重 委 員  そういう中で、今回これは統括されておるので総務だけじゃないんで

すよね。教育委員会、特に先生方。こうしたところが幅広くこういうＵ

ＳＢとかスマホとか使われるような時代にもう入っておるわけなんです

よね。今現在。これから教育委員会のほうでは情報化ということで、そ

ういう電子黒板とか、いろんな形をこれから計画してやっていかれると

いう方向になっております。そうしたところでこれは幅広くいろいろな

方々の制約になってきますので、そうしたところを含めてしっかりとし

た対策、対応をですね。今回も議員のほうにいきなりＵＳＢは使いませ

んとかいう話がまいりましたので、そういうことがいきなりというんじ

ゃなしに、やはり計画性を持ってそうしたところをしっかりと職員、教

職員の方に対してもそういう方向性を持って計画的に進めていただけれ

ばと考えますので、お願いをしておきます。 

○青原委員長  答弁を求めます。 

 杉安総務課長。 

○杉安総務課長  ネットワークの管理者をそれぞれ決めておりまして、その管理者はそ

れぞれの所属の管理職です。このたび管理職の方々に集まっていただい

て自分の管理するネットワークの中に誰がつながっておるかというとこ

ろも管理をしてもらっておるので、議員さん方もつながっておるんです

が、そういったところについても管理職として管理をする中で説明をし

て理解をしていただきたい。数に制限をかけるので不便にはなりますけ

れども、そのことは、すなわち職員にも言ったんですが、自分を守るこ

とにもつながりますので、そのことは学校の先生にもしっかり御理解を

いただくようにしたいと思います。 

 なぜかといいますと、やはり情報が一端漏れてしまうと、非常にこれ

は大きな損失でして、過去には京都府の宇治市で22万人分の住民基本台

帳が漏れました。そのときに、損害賠償訴訟を起こされて、1人、1万円

の損害賠償と5,000円の弁護費用ということで、これも判例で額が決ま
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りました。ですから、22万件となると何億という話です。安芸高田市に

おいてもそれは3万人のことが漏れると、計算すると3億円と。理論上で

すね。実際にあるかどうかは別です。 

 ですから、そういう危機感を持ってそれを扱っていただきたいという

ことをネットワーク管理者であります課長職に申し上げて、そのつなが

っているネットワークの人に御理解をいただいて、少し制約、制限はか

かりますが、御協力をいただきたいという趣旨でございました。 

○青原委員長  前重委員。 

○前 重 委 員  その辺は理解をいたします。 

 やはりこれから情報社会がどんどんどんどん発展していく中で、やは

りそういう制約が強過ぎるとまた逆にそうしたところがおくれていくと

ころもありますので、大変難しいところだと思うんですよ、言われてい

るのがね。ただ、しっかりとしたそうしたところを受けて、先ほどもあ

りましたように、これから平成28年度からはマイナンバー制度とかいう

こともありますので、そういった情報漏えいとかがないような形もとっ

ていかないけんという計画はされると思いますので、その辺、一方では

制約があり過ぎてなかなか追いつけていかないというところが出てくる

んじゃないかなというのも危惧しますので、その辺も含めてしっかりと

した対策、対応をしておいていただくようにお願いして終わります。 

○青原委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 久保委員。 

○久 保 委 員  21ページの研修のところで、一般質問でも女性職員への研修というと

ころを質問させていただいて、研修もさせておりますという中身の一つ

がこれだろうと。一番下の女性職員向けワークライフバランス研修全2

回で延べで32人ということは、全2回ということは半分の16名でよろし

いのかということと、受講者の対象として専門員級と主任級の女性職員

とありますので、ここに位置する女性職員が何人いらして、受けられな

かった人への対応をどのようにされるのかというのをお伺いしたいと思

います。 

○青原委員長  杉安総務課長。 

○杉安総務課長  具体的な数字については今ちょっと持っておりませんので、また調べ

てお知らせをしたいと思います。述べ32人ということですので、委員の

御指摘のとおりだったと思います。16名ずつだろうと思いますけれども。

その分母となる職員数については少し時間をいただいて調べます。 

 基本的には、将来にわたって全女性職員を対象にこれを受けていただ

きたいと思っておりますが、やはり職場の事情でありますとか、2日間

行かなくてはいかないという制約とかいろいろある中で、なかなか人選

が難しいという面もあります。そういう面もありますが、やはり今後、

委員御指摘のように、それと成長戦略でも女性の管理職、社会的地位の

向上ということで3割以上のリーダー職をつくっていこうというのが安

倍政権の成長戦略でありますので、それを考えると、やはり安芸高田市
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としましてもその趣旨をしっかり理解して取り組んでいきたいと思って

おります。 

 先ほどの分母となる部分ですね、平成26年4月1日で専門委員級から主

任級48名の職員に対してということになります。 

○青原委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○青原委員長  質疑なしと認め、これをもって、総務課に係る質疑を終了いたします。 

 次に、危機管理課の決算について説明を求めます。 

 行森危機管理課長。 

○行森危機管理課長  おはようございます。 

 危機管理課が所掌します事務事業の決算の概要について、御説明を申

し上げます。 

 主要施策の成果に関する説明書の30ページからをお開きください。最

初に、交通安全推進事業費でございます。 

 交通安全に対する活動としましては、交通安全運動機関を中心とした

交通安全意識の普及啓発及び交通危険箇所における安全施設の整備など、

ソフト、ハードの両面による推進を図っております。特に交通安全運動

推進隊や交通安全協会、及び安芸高田警察署と連携して各種行事や事業、

並びに交通安全施設の整備を実施してまいりました。 

 事業の実施内容につきましては、30ページから31ページに一覧を記載

しております。①行事・事業等につきましてはごらんいただきたいと思

います。 

 ②は、交通安全運動推進隊の助成事業でございます。主には、79名の

推進隊員の活動保険並びに隊員の服装などの活動経費にあてたものでご

ざいます。 

 ③交通安全施設設置事業でございますが、市内の交通危険箇所、カー

ブミラーやガードレール、道路安全表示などの交通安全施設の施設整備

及び維持修繕にあてたものでございます。 

 ④でございますが、平成23年度より実施しております、高齢者の免許

自主返納支援事業で、平成25年度は51名の返納者に支援をしております。 

 成果としましては、交通安全施設については計画的に要望箇所の整備

を進めることができたと考えます。特に、死亡事故が発生した交通危険

箇所につきましては、安芸高田警察署と連携し改善策を講じることがで

きました。 

 課題としましては、全国的に高齢者が関係する事故が後を絶たず、高

齢者に対する交通安全啓発を粘り強く進めていきたいというふうに考え

ております。 

 また、31ページ中段の表には、平成15年からの管内における交通事故

の発生状況を表しております。 

 次に、防犯推進事業費でございます。 

 防犯対策につきましては、地域安全推進員や地域振興会、安芸高田警
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察署と連携し、見守り活動や特殊詐欺等に対して啓発活動を中心に被害

防止を図っております。 

 32ページをごらんください。 

 ①防犯啓発事業では、高齢者教室など防犯講演や地域安全推進員の定

期の情報交換会やお太助フォンによる防犯情報の発信を行っております。 

 ③地域安全パトロール支援事業では、4名の臨時職員を雇用し、パト

ロール車2台で市内のパトロールを実施しております。また、週1回の不

法投棄物の回収や簡易な道路補修、各種調査業務などをあわせて実施し

ました。地域の見守り活動団体を対象にした青色回転灯に必要な青色防

犯パトロール講習もあわせて開催をしております。 

 成果としまして、地域の皆さんによる見守り活動やパトロールが定着

してきたことにより、地域内の防犯活動が確実に実施されているという

ふうに考えております。 

 また課題としましては、各種防犯情報の共有をさらに充実させ、引き

続き防犯啓発を進めてまいりたいと考えます。 

 次に、防犯施設管理事業費でございます。 

 地域防犯灯の新設等に対して申請団体に補助金を交付しております。

あわせて市管理分の防犯灯の維持管理経費を支出しております。また、

市内の主要幹線道路に交通事故分析や犯罪抑止策の一環として、屋外監

視カメラを2カ所を設置しました。 

 33ページの上段にはそれぞれ事業量を記載しておりますので、ごらん

いただきたいと思います。 

 成果としまして、地域で安全安心に対する認識の高まりにより、事業

が効果的に利用されているというふうに考えております。 

 33ページの中段の表は、平成15年からの管内における刑法犯の発生状

況を表しております。 

 次に、非常備消防費でございます。非常備消防費は、消防団員の人事、

報酬等人件費の管理、福利厚生などにあてた経費でございます。 

 34ページをお願いします。 

 主なものを申し上げますと、①でございますが、団員826名に対する

報酬、費用弁償、団員の訓練手当及び水火災時の出動手当の支出をして

おります。 

 ②におきましては、火災出動及び警戒出動における団員の出動状況で

ございます。 

 ③におきましては、団員の各種研修及び訓練等の実施状況についてそ

れぞれ出動回数や人員等を記載しております。 

 成果としましてですが、各方面隊の実施する訓練により確実に技術の

向上、及び指揮命令の統一が図られていると考えます。また、自主防災

組織の訓練に参加し、地域と連携した活動が実施できたというふうに考

えております。 

 課題でありますが、団員の欠員に伴う確保が慢性的な課題となってい
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る状況がございます。 

 35ページをごらんください。消防施設管理費でございます。消防団の

施設並びに設備等の維持管理を行う経費でございます。 

 主なものは45カ所の消防詰所、格納庫及び70台の消防団車両の維持管

理、及び消防団車両1台の更新費用にあてたものでございます。 

 成果としましては、消防団の再編事業に伴います美土里、高宮の再編

整理が完了しました。機能強化を図ることができたというふうに考えま

す。また引き続き水洗化等の事業実施に努めてまいりたいと考えます。

あわせて廃止となる消防詰所につきましては、解体及び譲渡を行ってお

ります。 

 課題としましては、美土里、高宮以外の詰所について経年劣化に伴う

施設修繕等維持管理経費の増加が今後懸念されてくるというふうに考え

ます。 

 次に、消防施設整備費でございます。 

 主には、吉田、美土里、甲田、向原地区に40トン級の防火水槽6基の

設置、それに伴います土地取得に伴う登記事務及び消防団再編事業計画

によります高宮方面隊第6分団、川根地区になりますが、再編に伴う消

防詰所の新築工事、及び廃止とする詰所の解体工事にそれぞれ要した経

費でございます。 

 防火水槽につきましては、引き続き要望のあります地区について計画

的に整備を実施してまいります。また、再編以外の詰所について引き続

き水洗化工事を計画的に進める予定でございます。 

 成果としましては、消防水利不足地域に対して水利の確保ができたと

考えます。また、消防団再編事業により施設の更新並びに機能強化、及

び指揮命令等の充実を図ることができたと考えます。 

 課題としましては、消防水利の不足地域の解消を早期に整備する必要

があるというふうに思っております。 

 次に、防災施設管理費でございます。36ページ、中段からごらんくだ

さい。消防団及び災害対策用として移動系無線及び各種防災関係機器の

維持管理に要した経費でございます。 

 成果としましては、防災施設の適正な維持管理ができたと。 

 課題としましては、昨年10月から市内全域で運用を開始しております、

お太助フォンによる情報伝達等の効果的運用について充実をしていく必

要があると考えております。 

 次に、災害対策費でございます。37ページをごらんください。 

 主には、自主防災組織に対してそれぞれ設立、資機材購入、防災訓練

等に対して補助金の交付をしております。なお、自主防災組織につきま

しては平成25年度末で80組織、90.7％、対前年比3.9％の増というふう

になっております。 

 また、Ｊアラート、全国瞬時警報システムというふうに言われており

ますが、Ｊアラートの自動起動機を設置し、お太助フォンへ自動的に情
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報伝達が行われることになりました。 

 成果としましては、訓練等を通じて自主的な防災活動が定着し、その

活動に対して支援ができました。また、Ｊアラートの自動起動装置を設

置し、緊急時の情報伝達手段が確保できたというふうに考えております。 

 課題としましては、自主防災組織の活動に差異があると思います。引

き続き活動に対する支援を行うとともに、未設置地域への推進に力を入

れてまいりたいと思います。 

 最後に、消費者行政推進事業費でございます。 

 主な事業内容としましては、毎週2回相談日を定め、専門の相談員を1

名雇用しております人件費で、市民からの相談に応じ情報の提供及び解

決方法の指導、助言を行っております。 

 また広島県から事務移譲を受けました、電気用品安全法及び消費生活

用製品安全法による立入検査を実施し、不適合な製品の販売防止を図り

ました。 

 一番下の表は、平成17年度からの相談件数及び平成25年度の相談内容

を掲載しております。相談内容につきましては、38ページの上段に記載

をしております。 

 成果としましては、相談内容が多種多様で複雑化する中、相談員や関

係部署と連携し専門的な指導、助言により解決が図られているというふ

うに考えております。 

 また課題としましては、依然として高齢者の相談割合が多く、関係部

署との情報交換など被害の未然防止に向けた啓発が必要であるというふ

うに考えております。 

 以上で、危機管理課の説明を終わります。 

○青原委員長  これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 久保委員。 

○久 保 委 員  37ページの消費者行政のところで、県から移譲を受けられている事務

のうち電気用品安全法による立入検査ということで、不適合な製品の販

売防止を図ったと。具体的にはどんなものがありますか。 

○青原委員長  行森危機管理課長。 

○行森危機管理課長  それぞれ電気用品とか消費生活用製品については、製品に適合してい

ますというマークがあります。ＰＳマークとか。そういったマークが適

正に製品に表示されているかというのを確認して、表示がないものにつ

いては販売停止をお願いするというものでございます。 

○青原委員長  ほかにありませんか。 

 熊高委員。 

○熊 高 委 員  36ページの防災施設管理費に関係するんだと思うんですが、庁舎に、

長期停電時の自家用の発電機が設置してあると思うんですが、それの管

理状況等は毎年当然この管理費の中でやっておられると思うんですが、

その辺の状況は十分できておりますか。 

○青原委員長  山中財産管理課長。 
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○山中財産管理課長  議員御指摘の非常用の発電機でございますけれども、財産管理課のほ

うで庁舎管理費の一環として定期的な検査、あるいは部品交換等を行っ

ておるところです。以上です。 

○青原委員長  熊高委員。 

○熊 高 委 員  庁舎は避難のための施設にもなっておりますね、ここはね。そういっ

た意味で危機管理室の運用としての関係もあると思うんですね。そうい

った観点で連携がされておるのかどうかということ。発電施設は地下に

ありますよね。そういうことも含めて、水害等が最近多いので、この辺

も江の川流域になりますので、そういったことも含めての維持管理とい

うのを危機管理室としてどのようにしておるかというのがちょっと気に

なったものですから、お聞きしたのですが。 

○青原委員長  行森危機管理課長。 

○行森危機管理課長  非常用電源に関する連携というところでございますが、先に近いとこ

ろでは8月19、20日の広島市を襲った災害がございます。当安芸高田市

においても落雷等、大変な雨も含めて夜中に停電が発生しました。即座

に非常用電源が働いて、庁舎内、復旧はしましたが、そのときに財産管

理課のほうにも連絡を入れさせていただいて、機器の点検であるとかそ

ういったところも確認をいただいたという経緯がございます。 

 また、施設については財産管理課長のほうから。 

○青原委員長  山中財産管理課長。 

○山中財産管理課長  発電機自体は4階部分になると思うんですけど、発電機は屋根の上の

施設の奥の中にあります。地下にあるのはその燃料ですね。燃料庫が地

下のほうにあるという状況でございます。以上です。 

○青原委員長  熊高委員。 

○熊 高 委 員  燃料は何日分ぐらいあるんですか。備蓄は。 

○青原委員長  山中財産管理課長。 

○山中財産管理課長  最大3日間動くような燃料を備蓄しております。以上です。 

○青原委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 秋田委員。 

○秋 田 委 員  非常備消防費の中で消防団員についての質問をさせていただきます。

先ほど課題のほうで、消防団員の定員割れが続いており、団員確保が慢

性的な課題となっているということで、あと説明等は余りなかったと思

うんですが、今後もいろんな意味で人口減少問題等も含めてこの課題は

続くだろうと思います。そういったあたりのお考えはどのように考えて

おられるか、お伺いしたいと思います。 

○青原委員長  行森危機管理課長。 

○行森危機管理課長  消防団員の定員は合併以来865名となっております。合併以降、大体

30名前後の欠員がずっと続いておるわけですが、役員の任期というのが

ございます。2年に1回。どうしてもその役員交代の時期に退団をされる

方が大体四、五十名おられます。新入団員の方が約二、三十名というこ

とで、どうしてもその役員交代の時期に定員の欠員がひどく生じておる
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わけですが、各町でそれぞれ方面隊長さん、分団隊長さんにいろいろ御

協力いただいてＯＢの方の再入団であったりとか、積極的に若い方の入

団促進もしていただいております。含めて、女性消防団ということで今

年度募集をかけるようにしております。何人の方に手をあげていただけ

るかというのはちょっと見当がついておりませんが、その辺の対応をし

ながらできるだけ団員の確保を図っていきたいと思っております。 

○青原委員長  秋田委員。 

○秋 田 委 員  今答弁をいただきました、女性消防団員ですね。そこの確保というこ

とでございました。昨年もこの課題があったときに女性消防団員の入団

促進を行うというようなことが書いてございましたし、今の答弁にもそ

ういうことがございました。ただ、周知のとおり、消防団の任務は多岐

にわたったような、特に災害等にも土のうをつくって積んだりとかある

わけです。それは自主防災組織もかなりできているということで対応の

部分では消防団だけではないんですが、そうした部分で人数の確保とい

うのはある意味、地域ごとにきちんと確保しとかんとなかなか困る部分

があるんじゃないかということでこの質問をさせていただいております

けれども、女性の方の入団を促進されることを答弁されたので、私もそ

このところが言いたかったので、そういった部分も含めて、今後しっか

り取り組んでいただきたいと思います。再度、お伺いいたします。 

○青原委員長  答弁を求めます。 

 行森危機管理課長。 

○行森危機管理課長  委員おっしゃるとおりだと思っております。満遍なく6町にそれぞれ

配置ができれば一番いいわけなんですが、その辺はとりつきのことです

ので、できるだけ広く広報をさせていただきます。そういった入団の状

況を見ながら、また入団促進のあり方というものを考えていきたいと思

います。 

○青原委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 藤井委員。 

○藤 井 委 員  災害対策費についてお伺いいたします。37ページの資機材の購入補助

金、2団体があるわけですが、これはどういった機材を購入されている

のか。補助金は率として何パーセントになるのか、お伺いしたいと思い

ます。 

○青原委員長  答弁を求めます。 

 行森危機管理課長。 

○行森危機管理課長  資機材の購入の件でございますが、これにつきましては、特別、資材

の名称といいますか、項目は定めておりません。ある程度その地域の中

で防災に使用されるということであれば、割と間口を広げて補助対象に

させていただいております。 

 やっぱり主には、そういった防災資機材ということになりますので、

例えば土のう袋であったりとか懐中電気あったりとか消火器であったり、

いろいろとその地区の活動によって特性がそれぞれありますので、割と
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幅広くそういった資材の購入に対して補助金を出しております。 

 またこの補助の額なんですが、これは定額の5万円プラス500円掛ける

申請団体の世帯数ということになります。したがいまして、例えば、

100世帯でございましたら、5万円プラス500円掛ける100世帯ということ

になりますと5万円と5万円ですので10万円の上限の補助ということにな

ります。以上でございます。 

○青原委員長  藤井委員。 

○藤 井 委 員  ここにも書かれておりますように、自主防災組織が25年度末で80組織、

組織率は90.7％というふうになっております。今回、広島市安佐南区、

安佐北区の大雨による土砂災害、こういったことは本市でも考えられる

というふうに思うわけです。そういったときに、災害に対しての資材と

か機器材、そういったことが本庁であるとか支所であるとか、また避難

場所、場合によってはこういった自主防災組織、こういったところでそ

ういった機器とかいうのが必要な部分が出てくると思うんですよ。そう

いった今後の予算づけというのは、これはきちっとやっていかないと、

今防災の資機材にしても多額なものもあります。場合によっては今申し

上げましたように、支所であるとか避難場所であるとか防災組織である

とかいうふうになってくると個数もふえてくると思うんですよね。そう

いったことの整備を進めるために、やはりその予算づけというものもき

ちんと年次計画を立ててやっていかないと、いざというときには何もな

かったということになると思いますので、そこらあたりの考え方をお伺

いしたいと思います。 

○青原委員長  行森危機管理課長。 

○行森危機管理課長  先ほどの委員さんの御質問でございますけれども、現在、市が定めて

おります避難場所につきまして的確な資機材を確保しておるかというこ

とになりますと、そこまでは整備はしておりません。ある程度、本庁、

支所において防災資機材を何ぼか備蓄をしたりしております。今後、そ

ういった避難所の開設、あるいは運営にあたっていろんな必要なものと

いうのが出てくるだろうと思います。そういったところというのはまた

研究しながら整備できるものは整備をしていく必要があるだろうと思っ

ておりますが、財政のこともございますので、その辺のところの整理も

しながら計画等をつくって進めることができれば、そういうふうに考え

ていく必要があるだろうと思います。 

○青原委員長  藤井委員。 

○藤 井 委 員  それと、自主防災組織もここまで普及してきて、それぞれの組織では

いろんな訓練等もされているわけでございます。そういう訓練も専門家

じゃないわけですから、マニュアルに沿ってやっていくしかないんです。

今回の広島市の災害にしても、ふだんは訓練しておっても、夜中であっ

たりとか時間帯によっては、急なことでなかなかそこらあたりまでそう

いう通常の防災訓練が役に立たないということもあって、今、防災士と

いう資格を取る方も結構多いんですよね。これ、本市では防災士の資格
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を取るのに補助はあるんですか。 

○青原委員長  行森危機管理課長。 

○行森危機管理課長  防災士でございますが、これは広島県が平成21年からちょうど25年度

まで5カ年で防災士の育成ということで、県あるいはそういった防災機

構が資格取得のための講座を開いております。その間、安芸高田市にお

きましては9名の防災士さんが誕生しております。それぞれ各町に1名以

上は資格を持った方がおられるということでございます。 

 その資格取得のための補助でございますが、これは防災士に登録する

諸費用等が発生します。そういったところを実費で補助を出させていた

だいております。以上です。 

○青原委員長  藤井委員。 

○藤 井 委 員  今、本市では9名の防災士の資格を持っておられる方がおられるとい

うことでよろしいわけですね。 

 県のこういった研修制度、25年ということになるともう去年で終わっ

てるわけですが、今後のそういうものはないんですか。 

○青原委員長  行森危機管理課長。 

○行森危機管理課長  県の事業として今年度までということでございまして、これは全国的

に一般講習的な資格取得の講座ですか、そういったものは開催はされて

おるというふうに聞いておりますので、その辺のところが引き続き、し

っかり皆さんに受講していただけるような体制を検討していくというこ

とが必要なのかなというふうに思います。 

○青原委員長  藤井委員。 

○藤 井 委 員  自主防災組織も80組織まで膨らんできているわけですね。やはりこう

いった防災士にしても自主防災組織の中に少なくても1名はいないとい

けないと思うんですよね。積極的に実費補助を出してるわけですから、

各自主防災組織に声がけをして、こういった防災士の資格をきちんとと

っていくような推進というものが普通だと思うんですよ。もう今ね、防

災士どころか、この防災士のリーダーを育成しようという、もう一段上

にいってるわけですね。そういったことをきちんと行政のほうも掌握し

ながらやっていかないと、幾ら80組織の自主防災組織があっても、いざ

いうときにこういったことが役に立ってこないと。全てが役に立たない

という意味じゃないですよ。さっきも言いましたように、夜中であると

かそういった時間帯であるとか、災害も多種にわたってきてるわけです

から、こういったことをきちんと市として育成をしていかんといけんと

思いますが、どうでしょうか。 

○青原委員長  行森危機管理課長。 

○行森危機管理課長  この防災士、現在9名ですけど、その防災士の活動というところをい

ま一度連携して進めていきたいというふうに考えております。それぞれ

資格を取られましても、どういった活動をしていくのかということにな

りますので、その辺は防災士さんと連携していろんなところに出ていた

だくということも必要になってくるだろうと思います。 
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 そういったことを踏まえて、また自主防災組織の中でリーダーの育成

といいますか、そういったところが当然必要になってくるだろうと私自

身も思っております。 

○青原委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 先川委員。 

○先 川 委 員  37ページの市消防・県防災ヘリコプター運営負担金の内容について、

御説明をお願いします。 

○青原委員長  行森危機管理課長。 

○行森危機管理課長  これは市、県がそれぞれ所持しておりますヘリコプターの運営経費に

対して、自治体ごとに金額は割り振られます。それを負担金として納め

て、半額の2分の1を補助で歳入で入ってくるというものでございます。

主には運転手さんの人件費であったりとかヘリコプター機器の修繕であ

ったりとか、そういった経費にあてられるものでございます。 

○青原委員長  先川委員。 

○先 川 委 員  そうすると出動回数とかヘリポートの数とかこういうことではなしに、

全体に掛った費用を割って出された金額と解釈していいですか。 

○青原委員長  行森危機管理課長。 

○行森危機管理課長  予算じゃありませんけど、それぞれ1年間の経費を算定されます。そ

れによって均等割と人口割でそれぞれ算出されまして、それが請求され

るものでございます。 

○青原委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 玉井委員。 

○玉 井 委 員  37ページの消費者行政推進事業のところで、消費者相談件数が今回85

件あったんですが、解決したのは何件ぐらいですか。 

○青原委員長  行森危機管理課長。 

○行森危機管理課長  85件に対しての解決件数ということですが、それぞれ相談者あるいは

相談員のほうから、特別、何件解決しましたというのはございません。

あくまでも先ほど申し上げましたように、相談者の方に対しての指導助

言ということで、最終的には相談者がみずから解決を図っていくという

ことになりますので、何ら返事がないことにつきましては、いい方向に

解決しているんだろうと考えております。 

○青原委員長  玉井委員。 

○玉 井 委 員  オレオレ詐欺とかはこの中には入らないわけですか。 

○青原委員長  行森危機管理課長。 

○行森危機管理課長  当然、そういった相談があればここに入ってきますけど、実際にそう

いった相談内容については平成25年度においてはございません。情報提

供ということで入ることはあります。今、こういった不審な電話があっ

たよとか、そういったことでは情報提供として入ってくることは割とあ

ります。 

○青原委員長  玉井委員。 

○玉 井 委 員  やはり高齢化しているので、こういう情報、こういう事例があるとい
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うことをもう少し何らかの方法で市民の方にわかっていただいて、今で

したらお太助フォンでオレオレ詐欺の件を言われていますが、そういう

情報の共有化というか、それを周知というか、そういうのがあるともっ

と高齢者の方も相談もできるでしょうし、解決に向かっていくのではな

いかと思いますが、そこら辺は。 

○青原委員長  行森危機管理課長。 

○行森危機管理課長  委員がおっしゃるとおりだと思っております。このことに関しまして、

いろんな部署、あるいは社会福祉協議会、民生委員、児童委員さん、あ

るいはケースワーカーさんとか、ヘルパーさんとかいろいろそういった

高齢者のお宅を訪ねられる方がたくさんおられます。そういったところ

へ御協力をいただくということで、こういった振り込み詐欺に関しての

研修会とか講演とかをさせていただいて、くまなく御協力をいただいて

おるというのが状況でございますし、それぞれ高齢者大学というのが6

町で盛んにやられております。そういったところに警察署であったり市

のほうであったり相談員であったりが出向いてこういった話をさせてい

ただいておりますので、こればっかりは粘り強く続けていくということ

が必要だと思いますので、引き続きしっかりとした啓発をしてまいりた

いと考えております。 

○青原委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○青原委員長  質疑なしと認め、これをもって、危機管理課に係る質疑を終了いたし

ます。 

 ここで11時5分まで休憩といたします。 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午前１０時５２分 休憩 

      午前１１時０５分 再開 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

○青原委員長  休憩を閉じて、再開をいたします。 

 次に、財産管理課の決算について説明を求めます。 

 山中財産管理課長。 

○山中財産管理課長  財産管理課が所管します、決算の概要について説明をさせていただき

ます。 

 主要施策の成果に関する説明書を使って説明をさせていただきます。

38ページをお開きください。 

 まず、公有財産管理費でございます。25年度の財産異動につきまして

は、表に掲げてございます①の表のとおりでございます。 

 主なものでは、土地では八千代「いこいの森」の普通財産から行政財

産への台帳修正などによる増加と向原総合福祉センターなどの行政財産

から普通財産への所管がえなどにより、減少により行政財産が増加し、

普通財産が減じておりますが、それらを合計しますと土地2018.16平米

が減少しております。 
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 建物のほうでは、行政財産として生涯学習センターみらいの新設によ

る増があったものの、向原総合福祉センターなどの譲渡や普通財産では

甲田支所別館解体などにより行政財産、普通財産とも減じておりまして、

合計も1万1866.30平米減少しております。 

 歳出の主なものですけれども、建物災害の保険料、草刈り業務、測量

業務等の委託料などが主な歳出でございます。 

 成果でございますけれども、15件の未利用地の売却処分を行ったこと

でございます。 

 課題といたしましては、不要財産の見直しを行い、広報紙での情報提

供などにより市有地売却の一層の取り組みを行うことが今後の財政の厳

しくなる中、重要と考えております。 

 次に、39ページをお願いいたします。用度管理費でございます。 

 成果でございますけれども、事務消耗品の一括購入により安価な購入

に努め、不要な購入を避けることで経費削減と職員の事務軽減を図りま

した。また事務機器の一括購入によりリース料の削減を図り、経費削減

に努めたところでございます。 

 課題としましては、事務消耗品をグリーン購入やリサイクル商品等の

環境に配慮にしたものに特定していくこと。また、新規の機器導入をで

きるだけ抑えるとともに、支所の事務機器の見直しを行い、経費削減と

適正管理に努めたいと考えております。 

 39ページでございます。庁舎管理費につきましては、本庁及びクリス

タルアージョ、また各支所の庁舎管理を行ってまいりました。主な経費

としましては、表のとおりでございます。 

 成果としまして、本庁・各支所をＩＰ電話化し、各庁舎間の内線通話

を可能といたしました。また、電話設備会社の一本化と回線数の見直し

により経費削減を行ったところでございます。また、光熱水費の夏季節

約に取り組み、ピーク電力の抑制を行いました。また、21年度に改定が

あった消防法に基づき、全庁舎の消火器の更新を行いました。本庁・高

宮支所排出ごみの分別化を徹底し、資源ごみの回収・販売を行ったとこ

ろでございます。 

 課題としましては、21年度改正の省エネ法に基づく施設の管理基準に

より、引き続き省エネ対策を行っていくことでございます。 

 40ページをお願いいたします。一般車両の管理費でございます。公用

車の管理につきましては、経費として燃料代、保険料、車検に係る修繕

費などを支出しております。 

 成果としましては、台帳整理等、公用車の管理を通じまして老朽化し

た車両を廃車、売却により収入を得るとともに、新規の導入車両につい

ては事業課の専用車両を除き、メンテナンスリース契約として更新時に

は主に軽自動車にかえるなど、経費の節減を図ってきたところでござい

ます。 

 課題としては、今度も維持管理費の軽減に努めてまいることでござい
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ます。 

 41ページをお願いいたします。地域活動拠点施設費でございます。所

管しております基幹集会所29施設を指定管理施設として各地域振興会に

3年間の委託契約をしております。指定管理料のほか修繕費や浄化槽の

保守点検経費などを収支しております。 

 成果でございますけれども、25年度につきましては9件の集会所整備

補助金を交付し、地域活動の支援といたしております。 

 課題としましては、基幹集会所の6割が築30年を経過しており、維持

修繕費圧縮のための計画的な修繕が課題と考えております。 

 以上で、財産管理課の概要説明を終わります。 

○青原委員長  これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 玉重委員。 

○玉 重 委 員  39ページの用度管理費で、一括購入での金額はどれぐらいになるんで

すか。 

○青原委員長  答弁を求めます。 

 山中財産管理課長。 

○山中財産管理課長  新規導入のコピー機におきましては、例えば一括のリース契約を行う

ことによりまして、月額約7万円の減でございます。これをリース期間

でいいますと5カ年で1年分かける5倍ということで、5カ年でいえば418

万円ぐらいの減額が見込めると考えております。以上です。 

○青原委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 児玉委員。 

○児 玉 委 員  今の用度管理のところなんですが、用度管理費が931万4,000円。前年

度がこれも933万円ですから2万円ぐらい努力された部分だろうと思うん

ですが、消耗品費が24年度で111万7,000円、これが倍ぐらいになってお

るんですが、ここを少し説明していただけますでしょうか。 

○青原委員長  答弁を求めます。 

 山中財産管理課長。 

○山中財産管理課長  用度管理費の消耗品費でございますけれども、この用度管理いわゆる

消耗品費なんですけれども、一括購入で、例えばコピー用紙とかも庁舎

全体で購入して経費の削減に努めておるところでございます。そのため、

いわゆるここの用度管理で消耗品で支出する以外に、各事業課のほうで

補助対象経費等で支出をお願いする部分も若干ございます。そうした中、

支出の総額としては大体80万円ぐらいは減少しているところなんですけ

れども、ただ補助対象にあてた補助対応の額が若干減っておりまして

150万円ぐらいちょっとふえておるような形になっておりますけれども、

市の全体の支出総額としては、今申しましたように80万円ぐらいが減少

しているという状況でございます。以上です。 

○青原委員長  児玉委員。 

○児 玉 委 員  そうすると、今の表示されておる中がちょっと違うっていうことです

ね。積算されてる部分。ということであれば、ここはしっかりと分類さ
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れた、比較ができるような数値の出し方をされたほうがいいんじゃない

かと思うんですが。いかがでしょうか。 

○青原委員長  山中財産管理課長。 

○山中財産管理課長  今おっしゃったように、実際の支出総額とここに出てくる金額と比較

っていうのがちょっと難しい部分があると思いますので、資料の作成に

ついてはちょっと検討したいと思います。以上です。 

○青原委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 藤井委員。 

○藤 井 委 員  41ページの一般車両管理費の保険料で自動車損害共済基金分担金、こ

の内訳をもう少しお願いします。修繕費につきましては車検に伴う修繕

料ということなんですけれども、公用車に対する、例えば、物損とかい

う部分の修繕費というのはあがってるわけですか。 

○青原委員長  答弁を求めます。 

 山中財産管理課長。 

○山中財産管理課長  保険料の明細については係長のほうから答弁をいたします。 

○青原委員長  内藤財産管理課管理係長。 

○内藤財産管理課管理係長  藤井委員の御質問に回答させていただきます。 

 まず共済分担金ですけれども、これはいわゆる一般の保険であります

任意保険にあたる部分でございまして、市のほうは町村共済のほうに加

入しておりますので、公用車の任意保険のほうをこちらのほうで保険料

分担金という形でお支払いをしている、そちらの経費になっております。 

 もう1点、修繕料でございますけれども、事故した場合の車両の修繕

につきましては、共済のほうから補填がございますので、保険料のほう

で賄う形になっております。こちらのほうの修繕につきましては公用車

の車検に伴う修繕料でございます。以上です。 

○青原委員長  藤井委員。 

○藤 井 委 員  公用車で物損事故を起こした場合の修繕料ですね。これはいわゆる共

済基金のほうから出るのかどうか。25年度決算ですから、25年度に何台

と金額が幾らかかったのかという部分をお伺いします。 

○青原委員長  山中財産管理課長。 

○山中財産管理課長  物損の修繕については、委員御指摘のように共済費のほうから支出が

されるところでございます。件数につきましては、ちょっとお待ちくだ

さい。 

 件数と金額につきましては、今資料を持ち合わせておりませんので、

後刻、御用意させていただきたいと思います。以上です。 

○青原委員長  藤井委員。 

○藤 井 委 員  資料を後ほどまたいただきたいと思います。 

 例えば、職員なりが公用車で事故を起こした場合、当然、市役所にも

車両管理者もいるわけでございますが、そういった事故を起こした職員

に対しての処分といいますか、事故の内容にもよるんでしょうけれども、

小さな事故についても始末書を書いたりとか、そういったことはあるん
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ですか。 

○青原委員長  山中財産管理課長。 

○山中財産管理課長  公用車における事故については、内容等、詳細に書いたものを報告書

として出していただくようになっております。以上です。 

○青原委員長  処分は。 

 沖野総務部長。 

○沖野総務部長  当然、公物に破損を与えるわけですから、それは事故の程度、内容、

あるいは刑事事件に発展するかしないか、そのときの状況はどうだった

のか、それらを勘案しながら厳重注意をしたり、それぞれにあったよう

な処分を行うというのが現状でございます。 

○青原委員長  山中財産管理課長。 

○山中財産管理課長  先ほど資料が手持ちにないと言っていた共済の支払いの件数でござい

ますけれども、資料がございましたので、ここでお伝えさせていただき

ます。25年度につきましては、共済で支払った件数が5件、トータルで

20万2,000円でございます。 

○青原委員長  藤井委員。 

○藤 井 委 員  5件で20万2,000円でございますが、これに対して、先ほど総務部長の

ほうからも答弁いただきましたが、処分とか始末書扱いとか、そういっ

たことがあったのかどうか、お伺いしたいと思います。 

○青原委員長  沖野総務部長。 

○沖野総務部長  法に基づく懲戒処分は行っておりません。いわゆるバックするときに

ぶつけたりというようなことで、今後このようなことがないようにとい

うことを口頭で注意しておるというような状況でございます。 

○青原委員長  藤井委員。 

○藤 井 委 員  先ほど詳細にわたっての報告書ということがあったんですが、例えば、

きちんとした始末書とかそういった形で、口頭で注意とかいうことでな

くして、文書的にそういった始末書とかいうことはないんですか。 

○青原委員長  沖野総務部長。 

○沖野総務部長  事例によってさまざまな事例がございますので、今記憶しております

のは、車をかなり大破した職員に対しましては文書による厳重注意など

を行っておるところでございます。その他のものについては口頭による

厳重注意とこういったところにとどめておるところでございます。 

○青原委員長  藤井委員。 

○藤 井 委 員  今、一般企業もこういった社用車扱いについてはかなり厳しく取り扱

っているところもあるんですよね。今後、そういったことに努められる

意向はありませんか。 

○青原委員長  沖野総務部長。 

○沖野総務部長  現状、研究してまいりたいと思っております。さまざまな事故の例が

ありますので、停車したときにぶつけられて過失割合が問われておった

りとか、一律にこういった基準でということはなかなか難しいものです

ので、さまざまな情報を得ながら検討してまいりたいと思います。 
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○青原委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 秋田委員。 

○秋 田 委 員  41ページの地域活動拠点施設費についてお伺いいたします。当初予算

が3,700万ちょっとだったのが、今年度決算額4,100万円ということでか

なりの増額となっていますが、内容の説明をお願いいたします。 

○青原委員長  山中財産管理課長。 

○山中財産管理課長  地域活動拠点施設費についての御質疑でございます。主な経費でござ

いますけれども、指定管理料につきましては1,273万8,000円でございま

す。主にふえた部分につきましては、今回、工事請負費ということで3

件の修繕をしたところでございます。それぞれ集会所の修繕工事につい

て若干当初予算よりふえておるという状況でございます。以上でござい

ます。 

○青原委員長  秋田委員。 

○秋 田 委 員  工事請負費が主な増額部分だというふうに理解いたします。決算です

ので、当初予算に対してどれだけ効果とか額が適当であるかとかいうの

を審査するんだと思うんです。3工事ともどれも大事な工事だと思いま

すので、こういった形の工事というのは年度途中で発生するものじゃな

くて、大体当初で計画してあるんだろうというふうに認識いたすんです

が、それらどうしても改善せないけん理由が出てきてやられたという判

断でよろしいでしょうか。 

○青原委員長  山中財産管理課長。 

○山中財産管理課長  工事費とあわせて、やはり中身としては修繕なんですけれども、地域

の集会所に対する修繕というのがどうしても年度途中でいろいろ出てき

ます。その部分での工事費と、もう1つ地域のそういう小さい修繕に対

する補助金等が年度の間でふえておると。それについては各地域からそ

の必要に応じて申請があったものについてうちが確認して、これはどう

しても年度内にやらなくては難しいという部分については補助金を支出

させていただいて修理をお願いしておるというところでございます。以

上です。 

○青原委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○青原委員長  質疑なしと認め、これをもって、財産管理課に係る質疑を終了いたし

ます。 

 ここで、総務部全体にかかる質疑を行います。先ほど玉重委員の質疑

において資料が届きましたので、総務課長のほうより答弁させます。 

 杉安総務課長。 

○杉安総務課長  先ほどの玉重委員の御質疑ですが、21ページの表の上から4段目、多

文化共生リレー講座への参加2名につきましては、これ曜日が書いてな

かったんですが、12月10日火曜日の平日で勤務時間中で、基本的にはこ

れは市民向けの講座でありまして、2名の参加の要請があり、危機管理

課と子育て支援課の職員それぞれ1名ずつ参加をさせていただいたとい



35 

う状況です。以上でございます。 

○青原委員長  それでは全体に係る質疑を行います。質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○青原委員長  質疑なしと認め、これをもって全体質疑を終了し、総務部の審査を終

了いたします。 

 ここで説明員交代のため、暫時休憩いたします。 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午前１１時２７分 休憩 

      午前１１時２８分 再開 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

○青原委員長  休憩を閉じて、再開いたします。 

 これより、企画振興部の審査を行います。概要の説明を求めます。 

 武岡企画振興部長。 

○武岡企画振興部長  それでは私のほうから企画振興部の決算概要につきまして、総括的な

説明を申し上げさせていただきます。 

 平成25年度は、前年度の平成24年度が新市建設計画に掲げました大型

建設事業がピークであったことから、決算規模が大きく減っております。

平成25年度に実施をいたしました事業のうち主なものは、次のとおりで

ございます。 

 向原の生涯学習センターについては、平成24年度に引き続き工事を実

施いたし、平成25年11月に供用を開始いたしました。 

 光ネットワーク整備事業につきましては、吉田町などの4町について、

平成25年4月から運用を開始したのに続き、甲田町、向原町でも平成25

年10月から運用を開始いたしました。 

 また、平成25年度は合併後10周年の年にあたることから、合併10周年

記念行事を挙行いたしたところでございます。 

 なお、事業内容等の詳細につきましては、それぞれの担当課長のほう

から説明をさせていただきます。 

○青原委員長  続いて、財政課の決算について説明を求めます。 

 西岡財政課長。 

○西岡財政課長  それでは、財政課の所管分につきまして御説明をさせていただきます。

よろしくお願いします。 

 主要施策の成果に関する説明書の45ページをお願いします。行政改革

推進事業費でございます。 

 決算額といたしましては310万6,400円でございます。（1）行政改革

の推進につきましては、第2次の行政改革大綱と推進実施計画に基づき

まして取り組みを進めてまいりました。次にございますように、平成25

年度の項目数は87項目、うち重点項目が26項目でございます。年度初め

及び中途におきまして市長のヒアリングを実施いたしまして、重点項目

や具体的な目標数値等につきましての進捗管理と今後の取り組み等の指

示をいただき、計画の着実な実行に努めてまいりました。そのほかの主
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な内容につきましては、行政改革推進懇話会と行政改革推進本部の会議

の開催でございます。 

 （2）行政評価システムの構築・運用につきましては、平成18年度以

降の取り組み内容は、次の下の表にございますとおりです。46ページの

3段目、25年度におきましては351の事務事業、及び94の施策につきまし

て評価シートを作成いたしました。また、行政評価に係る職員研修を新

任管理職と新規採用職員、この2つに分けまして実施をしたところでご

ざいます。 

 （3）移譲可能リストに基づきます事務移譲につきましては、県と本

市におきまして策定をいたしております「広島県・安芸高田市事務移譲

具体化プログラム」、これが終了いたしまして、それ以降、広島県が策

定いたしました移譲可能リストに基づきまして、県・市協議の上、移譲

を進めることとなっております。平成25年度の移譲事務交付金につきま

しては3,251万4,000円でございます。 

 最後に、成果と課題ということでございます。行政評価や行政改革の

効果は着実に出ておるところではございますが、今年度より始まってお

ります普通交付税の削減など、今後、財政状況が大変厳しくなる中で、

特に行政改革については民間活力の活用や施設の適正配置など計画を確

実に実行すること、また職員の意識のさらなる向上というものが大切で

あるということを考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○青原委員長  これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 宍戸委員。 

○宍 戸 委 員  どういうふうに質疑をしようかと思っておりましたが、せっかくの機

会を与えられましたので、執行部の基本的な考え方をお聞きしたいと思

うんです。 

 このたびのこの決算の中で、職員の給与が地方交付税を削減すること

によってやむなくそういう措置をとられたというふうに思います。今後

もこの地方交付税そのものの交付のあり方がだんだんかわってきておる

というふうに思いますし、国の指定した交付税活用のあり方を強制的に

押しつけてきておるような状況もあります。 

 私は、地方交付税そのものは地方交付税法に基づいて各自治体が徴収

するべき税を国が便宜上まとめて徴収してそれでそれぞれの自治体の条

件に応じて交付していくという、補正系数とかいろいろかけて安芸高田

市なら安芸高田市自治体の経営状態に合わせた交付税としてその安芸高

田市にとってはそれを主体的に自主的に活用していくというのがこの地

方交付税だろうというふうにも思っているわけです。しかし、今回、昨

年度のような交付税の交付の仕方というのは、私は地方自治の危機のよ

うな気がします。憲法違反でもあるかもしれませんし、地方自治法違反

でもあるんじゃないかっていう思いもしますが、今後、こういう地方交

付税の交付のあり方について、例えば、安芸高田市にとってどういうふ



37 

うに影響していくかというのはちょっと心配なところがありますが、そ

こらの点についてはどうお考えでしょうか。 

○青原委員長  武岡企画振興部長。 

○武岡企画振興部長  私どもの自治体の立場に立って御意見をいただいたということで非常

にありがたく思っております。 

 御案内いただきますように、地方交付税につきましては市町村の税収

の格差をやはり是正をすると。その中で一定の住民サービスの維持を図

るということで交付をされておりまして、いわゆる国税三税ですね、所

得税、法人税、酒税。それに加えて消費税とたばこ税、これらを財源に

交付をされております。基本的には先ほど申し上げました交付税の趣旨

というのはそういうものでございますので、それを担保というか人質に、

例えば職員の給与の削減を迫るとか、ただそういったことについてはあ

からさまなことでやってきておるわけでございませんので、結果として

そういう方向につながるというものであって、国のほうとしてはそうい

ったものをあからさまに出すと、さっきおっしゃったように法的な問題

も含めてあるわけでございまして、あくまでも協力とかそういう趣旨の

中で来てございます。今後はそういった場合によってはいろいろ確かに

協力もするときも必要だろうというふうに思っていますので、地方自治

の根幹をなす地方交付税でございますので、そういった交付税の趣旨を

しっかりと見きわめた上で減らす部分も対応してまいりたいと思ってい

ますので、御理解を賜りますようよろしくお願いします。 

○青原委員長  宍戸委員。 

○宍 戸 委 員  25年度の決算においては、これはやむを得ないだろうというふうに思

います。部長がおっしゃったように、当然、国も強制ではなくて要請と

いう形でされた結果なんではありますが、しかしこういうふうな交付税

のあり方が変わってくるということについては、地方6団体についても

いろいろと議論をされて国に対する意見書、要望書みたいなことをやら

れているというふうには思うんですけれども、今回そういうことがあっ

たということで、ちょっと危機感を、地方自治体にとっては地方自治の

危機というふうに思いますし、今後も慎重な対応をしていく必要があろ

うと思います。そういうことで今部長がおっしゃったことについては、

大体私としてもそういう思いがあるということを聞かせていただきまし

たので安心をして、今後の対応をぜひよろしくお願いしたいと思います。

終わります。 

○青原委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○青原委員長  質疑なしと認め、これをもって、財政課に係る質疑を終了いたします。 

 次に、政策企画課の決算について、説明を求めます。 

 山平政策企画課長。 

○山平政策企画課長  それでは、政策企画課の所掌しております事業の平成25年度の決算に

ついて御説明をいたします。 
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 平成25年度主要施策の成果に関する説明書、47ページから政策企画課

関係の事業について掲載をしております。 

 最初に、1といたしまして広報広聴事業費でございます。決算額は643

万1,697円となりました。市民との協働のまちづくりを推進するため、

的確な情報提供を行う広報活動と広く市民の意見を傾聴する広聴活動を

実施しました。 

 広報活動のほうでは、「広報あきたかた」を毎月発行するとともに、

市のホームページの管理を行ってきたところでございます。主たる支出

は、広報紙の印刷製本費332万4,780円、ホームページ保守管理委託料84

万円、ホームページ入力ソフトバージョンアップに係る経費147万円で

ございます。平成25年度においては、ホームページのリニューアルに向

け入力支援ソフトのバージョンアップを行ったことにより、入力作業の

能率を向上することができました。引き続き本年度におきましては、ト

ップページのデザインを一新させるということとあわせて情報の並びか

えにより検索しやすい環境を整えるという作業を進めております。 

 次に、広聴活動につきましては、掲載しております懇談会を開催した

ところでございます。状況につきましては47ページの一覧表のとおりで

ございます。 

 次に、48ページをお開きください。2として企画調整事業費でござい

ます。決算額は2,778万9,630円となりました。これは安芸高田市葬斎場

整備に伴い、周辺地域住民との協定に基づき集会所の駐車場を整備した

ということと、もう1つ、近年利用者が急増しておる高速バス、美土里

バスストップの駐車場について拡張整備を実施したものでございます。 

 続きまして、3といたしまして生活路線確保対策事業費でございます

が、決算額は1億4,011万6,952円となりました。路線バスのお太助バス、

予約乗合型のお太助ワゴン、さらに市町村有償運送の組み合わせからな

る安芸高田市新公共交通システムについては、平成25年度におきまして

もこの間の取り組みを継続し、実施したところでございます。 

 （1）といたしまして、乗合バスの平成25年度維持費負担額でござい

ますけれども、備北交通株式会社へ2,213万6,000円、北広島町のほうへ

168万4,000円を市のほうで負担したということになりました。 

 次に、（2）公共交通対策協議会につきましては、地域公共交通総合

連携計画実施に係る連絡調整等を行うため、引き続き制度の有効性の向

上に向け、会議を2回開催したところでございます。 

 49ページをお開きください。お太助ワゴン及び市町村運営有償運送の

利用者数でございますが、この状況はこの表にあるとおりでございます。

お太助ワゴンの年間の1日当たりの平均利用者数は約181人で、平成24年

度実績と同数となっております。 

 一方で、今後の課題といたしましては、利用便のニーズが集中してい

るということへの対応や関係事業者へ対しての事故の未然防止に向けた

安全指導を徹底する必要があると認識をしております。 
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 次に、49ページ末尾から50ページをごらんください。 

 4といたしまして、生涯学習センター整備事業費でございますが、決

算額は7億3,663万1,332円となりました。平成24年9月に建築工事に着手

した向原生涯学習センターでございますけれども、平成25年9月に竣工

することができました。関係各種工事及び委託業務の概要につきまして

は表のとおりでございます。今後、地元における生涯学習の拠点、シン

ボルとして多くの皆さんに愛され有効活用されるよう、また効率的な運

営がなされるよう努める必要がございます。 

 続いて、中段の5、土師ダム周辺整備事業費でございますが、決算額

は3,024万5,376円となりました。サイクリングターミナルやのどごえ公

園内のグラウンドゴルフ場の整備とあわせ計画をしておりました複合型

遊具を平成25年6月に竣工させ、7月から供用開始したところでございま

す。一層来訪者が増加するよう、魅力を高めたダム周辺の施設を引き続

き広くＰＲをしていく必要があると認識しております。 

 次に、50ページ下段、6の未来創造事業費でございます。決算額は

6,415万6,379円となりました。歴史・伝統文化を活用した地域活性化実

行委員会へ補助金を交付し、実行委員会の内部に組織する部会ごとにそ

れぞれの取り組みを行ったところでございます。 

 とりわけ51ページに下段に掲載しておりますとおり、観光消費額を向

上させるための取り組みとして、市内各事業者とともに「神楽五色麺」

プロジェクト事業を展開いたしました。この取り組みに呼応して市内の

各事業所及び団体等よりさまざまなお土産等の商品開発も手がけていた

だくことができました。この取り組みはさらに継続し実施していく必要

があるというふうに認識しております。 

 51ページ最下段から52ページをごらんください。 

 第3回高校生の神楽甲子園ひろしま安芸高田、ひろしま安芸高田神楽

第3回東京公演、ひろしま安芸高田神楽定期公演、それぞれ開催をいた

しました。これらの実施概要につきましては掲載の表のとおりでござい

ます。こうした取り組みを通して本市及び本市の特産品等のＰＲ活動を

継続して実施したところでございます。 

 また、神楽を活用したまちづくりを進めていくために、神楽門前湯治

村の体験工房の改修、神楽ドーム内の販売設備を整備したところでござ

います。魅力度を高め、少しでも滞在期間を延ばすことによりさらに観

光消費額をふやすということにつなげてまいりたいというふうに考えて

おります。 

 次に、52ページ下段から53ページをごらんください。 

 7としまして地域情報化推進事業費でございます。決算額は6,600万

992円となりました。地上波デジタルへの完全移行に伴うテレビ共同受

信施設の整備補助につきましては、国が新たに難視聴地区を指定し、テ

レビ共同受信施設の新設に向けた説明会を開催するとともに、テレビ共

同受信施設の新設工事及びデジタル化改修に係る補助金を一覧表のとお
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り12地区に交付したところでございます。しかし、一部地区におきまし

てはこの事業の実施を促進したにもかかわらず、実施されていないとい

う状況がございます。国の補助制度が平成26年度で終了するため、今後

の対応を早急に検討する必要がございます。 

 続いて、8番、無線アクセス管理運営費でございます。決算額149万

1,041円となりました。これはＡＤＳＬの配線がされていなかったエリ

ア、吉田町小山竹原、甲田町小原地域を対象に無線を使用したインター

ネットサービスを提供するために要した経費でございます。平成25年10

月に全市において光ネットワーク整備を完了したことに伴いまして、無

線によるサービスを9月末で終了し、その後1カ月間、不測の事態に備え

維持管理を継続しました。今後、無線基地局及び中継局の設備撤去を実

施いたします。 

 54ページをお開きください。 

 光ネットワーク整備事業費でございますが、決算額は10億6,496万

1,497円となりました。平成25年9月までに甲田、向原町においておおむ

ね工事を終了し、10月から市内全域で行政告知放送の運用を開始したと

ころでございます。この事業によりまして、高速インターネットサービ

スの提供とＩＰ告知端末、いわゆるお太助フォンによる「見える告知放

送」を実現することができました。 

 一方で、光ネットワークサービスを開始したことに伴い、有線放送設

備の撤去工事に着手をしております。本年度、繰越事業といたしまして

作業を進めておりますが、現在までの進捗率は36％というふうになって

おります。計画値を少し上回っている状況でございます。 

 次に、10といたしまして、広域ネットワーク管理事業費でございます

が、決算額は5,660万4,000円となりました。これは、安芸高田市広域ネ

ットワークとして本庁各支所、小中学校等の主要公共施設を結ぶ光ファ

イバー網の維持管理及びネットワーク機器の保守等の事業費でございま

す。平成25年度におきましては、平成24年度に引き続き、八千代支所と

美土里支所間に光ファイバーケーブルの敷設を実施いたしました。この

ことにより本庁と各支所間のリンク化が完成し、災害等に強いネットワ

ークを構築することができました。 

 続いて、11、光ネットワーク管理運営費でございます。決算額は

3,103万5,539円となりました。これは中国ブロードバンドサービス株式

会社へ貸与している光ネットワークの施設設備の管理運営に係る経費で

ございます。具体的には、光ケーブルの電柱等への共架料及び電気料等

でございます。これらはたちまち市から所有者等へ支払いをした後、Ｉ

ＲＵ契約によりまして年度末に精算を行い、中国ブロードバンドサービ

スへ請求するものでございます。この光ネットワークの整備により情報

伝達サービスの質及び内容を格段に向上させることができました。 

 今後は、この高速ネットワークをさらに多面的に有効活用できるよう、

システム開発を民間の参入を基にしながら具体化するということがござ
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います。大きな課題というふうに認識しております。 

 次に、55ページをお開きください。12、まちづくり委員会費でござい

ます。決算額は114万860円となりました。主要には、まちづくり委員会

の委員報酬を中心とした会議費でございます。参画と協働のまちづくり

を推進するため、まちづくり委員会設置条例によりまして地域振興組織

代表者30名で組織されております委員会で、市民レベルの議論と協議を

重ねていただいたところでございます。 

 また、小委員会のほうでは、「お太助フォンを活用してもらうための

取り組み」、もう1つ「空き家の有効活用」についてということで調査、

協議をいただきまして、報告書として取りまとめをいただいた後、市長

のほうに提言をいただいたところでございます。 

 続きまして、13、自治振興推進事業費でございますが、決算額は

5,450万3,859円となりました。主要には、まちづくり活動への興味や関

心、参加の動機とするための市民フォーラムの開催、地域振興組織に対

する補助事業でございます。地域振興組織が行う活動及び特色ある地域

づくりを推進するための事業、コミュニティ活動で必要な設備の整備及

び町単位で実施されております地域イベントに対する助成等の支援を行

ったところでございます。 

 また、市民による活動の中での事故を対象といたしましたまちづくり

サポーター保険の運用も行っております。詳細につきましては、56、57

ページに掲載した表のとおりでございます。 

 こうした支援等の取り組みにより自主防災活動や地域資源の整備、ま

たその活用策などの検討、それぞれの地域に応じた主体的な活動が展開

されているところでございます。 

 以上で政策企画課の所管事業に係る決算の説明を終わります。 

○青原委員長  これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 久保委員。 

○久 保 委 員  48ページの生活路線確保対策事業費のうち、北広島町って書いてある

のは、以前私がどこかで勘違いをして質問したかと思いますが、確認を

いたしますが、北広島町から最終的には八千代の支所のところに車がと

まっていることですね。 

○青原委員長  山平政策企画課長。 

○山平政策企画課長  ただいまの御質疑にお答えをいたします。 

 北広島町のバスに対します確保対策事業ということで、安芸高田市が

負担しております168万4,000円でございますけれども、おっしゃってい

ただいたとおり、八千代支所と北広島を結ぶバスの維持経費に係るもの

であります。 

 具体的には八千代から、南は上根を経由し南方を通って北広島へ行く

コースと。もう1つは、八千代の支所から土師ダムを経由して北広島へ

入るコースと2コースございます。以上でございます。 

○青原委員長  久保委員。 
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○久 保 委 員  ずっと前ですけど、利用したい方の話の中で、例えば、土師のところ

を通ってくる車に朝乗ろうと思っても、もう北広島から出てくる人がい

っぱい乗っとって乗れないというような状況をお聞きしたことがあるん

ですが、現在、そういったことはないでしょうか。利用の率っていうか、

そういう利用者の把握はされているんでしょうか。 

○青原委員長  山平政策企画課長。 

○山平政策企画課長  特段、詳細にわたってはそういう状況を把握というものはしておりま

せん。ただ、おっしゃっていただいたような御指摘も特にうちのほうに

は入ってきていないという状況でございます。以上です。 

○青原委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 前重委員。 

○前 重 委 員  まず50ページの未来創造事業、これが23年度から計画に基づいて実施

をされてきております。昨年の決算額が5,700万、本年が6,400万という

決算が出ている中で、課題といったところに目を向けさせていただいた

ところ、観光消費額を上げる必要があるということが毎年課題となって

文言が同じような形であがっております。 

 まずもって、これまでも未来創造事業に対する効果額が一体どれくら

いのものに、概略でいいと思いますが、どういった形であがってきてい

るのか。今、具体的な形が示されていないわけですよね。ずっと観光消

費額、観光消費額ということで、実際、具体的に年間どれくらいあがっ

てきているのか。そうしたところがわかればお示しいただければと思い

ます。 

○青原委員長  山平政策企画課長。 

○山平政策企画課長  安芸高田市に来訪され、いろいろな観光施設等へ足を運んでいただき、

そこで買い物をしてもらったりということで消費をしてもらうわけです

けれども、平成25年度の実績でまいりますと、これは県が実施しており

ます統計の数値でございますが、1億8,890万円ということになっており

ます。昨年対比で約1億円伸びているという状況でございます。以上で

す。 

○青原委員長  前重委員。 

○前 重 委 員  そうしたことが県の情報でわかっていれば、こうしたところへ5,700

万、6,400万、結構太い費用ですよね。事業計画、県の事業に基づいて

やっていただいていると思うんです。神楽甲子園、この前も決算の意見

も言わせていただいておるんですが、この辺しっかりとした効果額とい

ったものは上がってきていると思います。これがいつも課題となってい

るところがどうも合点腑に落ちないところがありましたので、そうした

ところは、やはり情報公開というかホームページとかそうしたところに

これだけの来客数があったと、これは商工観光課から報告があるかとは

思いますが、やはりそれだけ職員さんも頑張っておられる状況の中では、

こうしたところを市民に明らかにしていくことが大事ではないかと思い

ますが、その辺は。 
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○青原委員長  山平政策企画課長。 

○山平政策企画課長  最初に御訂正をいたします。先ほど単位を間違えまして失礼をいたし

ました。観光消費額、平成25年度の状況でございますが、18億8,900万

円でございました。昨年度が17億8,900万円でございますので、先ほど

申しましたように1億円の増という結果となっておるということでござ

います。 

 それから、こうした状況、取り組みの成果を市民にも知らせていく必

要があるのではないかという御質疑をいただいたわけでございますが、

市全体でこういう機運を盛り上げていくと、多くの観光客に来訪してい

ただき観光消費額を伸ばしていく、そういう取り組みを通して、うちの

究極の目標はやはり雇用を創出していき、さらに定住、人口の減少に歯

どめをかけるということですから、そういう取り組みの成果を皆さんに

周知をさせていただくということは大変有効であると考えておりますし、

その手法につきましてはまた検討していきたいと思います。以上でござ

います。 

○青原委員長  質疑の途中ですが、1時まで休憩といたします。 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午後 ０時０２分 休憩 

      午後 １時００分 再開 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

○青原委員長  休憩を閉じて、再開いたします。 

 質疑の途中であります。これより、質疑を受けます。 

 前重委員。 

○前 重 委 員  先ほど18億という効果額が出てまいったんですが、具体的な内容です

ね。神楽甲子園や東京公演、そういった具体的な内容というのはわかり

ますか。 

○青原委員長  山平政策企画課長。 

○山平政策企画課長  平成25年度の観光消費額、いわゆる安芸高田市内の各施設で消費され

た額ですけれども、お土産や食事をされたり、そういうところの金額で

すけれども、これは各施設のほうから県のほうに観光客数は何人、売り

上げがどれぐらいだというような基礎データを県のほうへ送られて県の

ほうで処理されて統計の数値としてあがってきておるものであります。

安芸高田市内の、例えば安芸高田市歴史博物館の入館料というものがご

ざいますし、史跡ガイド協会、神楽門前湯治村、北の関宿、ふれあいた

かた産直市、そういうような施設がたくさんございますけれども、そこ

での消費額ということでの数値は持っております。その数値でよろしい

でしょうか。 

○青原委員長  前重委員。 

○前 重 委 員  どれぐらいの効果があったかということなので、具体的にそういう根

拠的なものを持っておられるのかなということを感じましたので、お聞

きしました。また資料的にあれば提出いただければよろしいので。 
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 1つ、これが単年度の形であがってきておるものなのか、それとも計

画がなされた23年度からこれが累計できている金額なのか、この辺はど

ういう形でありますか。 

○青原委員長  山平政策企画課長。 

○山平政策企画課長  これは未来創造事業、当初計画をいたしております。現況幾らで、こ

れをどの程度の数値まで持っていくかという目標を掲げておりますけれ

ども、先ほど申しました観光消費額、観光客数につきましては、単年の

数字でございます。以上でございます。 

○青原委員長  前重委員。 

○前 重 委 員  それでは引き続き、違う形での質問をさせていただきます。 

 今の55ページになると思うんですが、光ネットワーク管理運営費の決

算額で、ここが多分ＣＢＢＳへ運用を委託ということになってると思う

んですね。25年度の中で、24年10月からスタートという中で、このＣＢ

ＢＳとの協議は大体25年度、毎月1回やられておったのかどうか、もう

そこは全部相手に任せっきりだったよという形なのか。その辺の相手と

の協議というものはどういう状況か、教えていただけますか。 

○青原委員長  山平政策企画課長。 

○山平政策企画課長  55ページの光ネットワーク管理運営費でございますけれども、ここに

あげておりますのは、先ほども御説明いたしましたが、ＩＲＵ契約でＣ

ＢＢＳと契約しておりますけれども、そちらのほうの電気料や架線の共

架料でありましたり、そういうものを一端市のほうで立て替えをして払

っております。それに対しては、年度末精算をしてＣＢＢＳのほうから

雑入で入ってくるわけであります。 

 昨年度、ＣＢＢＳとの協議の状況でございますが、これは特に定例的

にということではありませんけれども、その都度、月に数回は協議を重

ねてやってきておると捉えております。以上です。 

○青原委員長  前重委員。 

○前 重 委 員  例の告知放送が民間の団体などからそういうＣＢＢＳに依頼があろう

かと思うんですね。以前はそのＣＢＢＳも含めて市の担当者のほうにも

協議をなされたという状況の中で、当初の告知放送の料金とかがある程

度前の段階と今回新しくなった時点でちょっと形が変わってたというお

話を聞かせていただいたことがあるんですね。そういうスタートする前

の話の段階とスタート以後のＣＢＢＳに任せたときの金額の違いという

ものが出てきておったということを聞いております。そうしたことが確

かにあったのかどうか、そこら辺でうまく解決がなされたのか、その辺

をお聞きできれば。 

○青原委員長  宮本政策企画課課長補佐(兼)情報化推進係長。 

○宮本政策企画課課長補佐(兼)情報化推進係長  ＣＢＢＳがお太助フォンで放送するにあたって、当初受ける前に皆様

方に説明した内容と受けた後に金額が違ったのではないかという御質問

だと思います。 

 確かに、事業を始める前にＣＢＢＳの担当者が説明した内容が不十分
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で誤解を与えたというケースがありました。これは事実です。その後、

それらに関しましては、ＣＢＢＳ会社のこちらにおられる代表的な方が

説明に行き謝罪もあわせて行い、御理解をいただいたというふうに伺っ

ております。以上です。 

○青原委員長  前重委員。 

○前 重 委 員  市の対応といったものがちょっと遅いのではないかということがこち

らに入ってきたわけですね。そうしたところはいかがなものなんですか。

ＣＢＢＳに任せっきりという形があったのではないかというような状況

なんですが、そうしたことはありませんか。皆さんと協議をする中で、

市の職員がそこに立ち会ったのかどうか。そうしたところも含めてわか

れば。 

○青原委員長  宮本政策企画課課長補佐(兼)情報化推進係長。 

○宮本政策企画課課長補佐(兼)情報化推進係長  あくまでも行政放送は市が業務委託をしておりますが、他の放送につ

きましてはＣＢＢＳの業務です。ということで、ただしそうはいいまし

ても市民の情報を出すにあたって市が全くかかわらないということはあ

りませんので料金の調整を行ってきましたが、説明内容が十分かどうか

というその場所には立ち会っておりませんでした。ただし、そういうト

ラブルが発生しましたのはもちろん市のほうにも御連絡をいただきます

ので、その後は我々職員が一緒になって対応をさせていただいておりま

す。以上です。 

○青原委員長  前重委員。 

○前 重 委 員  わかりました。今後、そうしたことがないように、やはりＣＢＢＳに

対して市は指導的な立場にあると思いますので、そうしたところをしっ

かりと監査といいますか、監視の目をしっかりととっていただきたいと

いうことをお願いしておきます。終わります。 

○青原委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 児玉委員。 

○児 玉 委 員  49ページの生活路線確保対策事業の中のお太助ワゴンですが、これの

決算額と利用された方の利用料の収入を教えていただけますでしょうか。 

○青原委員長  山平政策企画課長。 

○山平政策企画課長  お太助ワゴンの平成25年度の決算額は5,590万9,091円で、運賃は

1,399万7,000円ということでございます。以上でございます。 

○青原委員長  児玉委員。 

○児 玉 委 員  昨年が大体5,900万円で収入のほうが1,400万円、4,500万円ぐらいの

税金を投入されておるんですね。お聞きすると、今回が1,200万円ぐら

いの市税の投入になるんだろうと思うんですが、今後、土日の運行やイ

ベント等での運行増便のニーズがあるということでそれに応えようとす

ると、考え方をちょっとお尋ねしてみるんですが、市税の投入をふやし

て増便を考えていくのか、あるいはある一定額の市税の投入の上限を決

めておいて、例えば、料金を上にしていくのか。あるいは利用者の少な

いところを減らしてそっちのほうに回して市税の投入を一定額にするの
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か、いろいろな考え方があるんだろうと思うんですが、そこらの考え方

があれば、一つお聞かせ願えればと思います。 

○青原委員長  山平政策企画課長。 

○山平政策企画課長  土曜・日曜の運行につきましては、市民の皆さんから確かにそういう

声はいただいておりますが、現在までも御承知のように、1つには運行

業者を圧迫するということにもつながりますし、もう1つは利用者の目

的が大方病院へ行って買い物をして帰るというような実態の中で、土

曜・日曜日は病院が休みというところもございます。この間、そういう

形で土曜・日曜の運行については見合わせておるというか、すぐに具体

化をしていくという状況にはなっておりません。今後は少しずつ検討を

していかないけんとは思いますけれども、来年度のところで具体的にそ

の方向に向いていきますという状況でもございません。 

 ただ、料金につきましては消費税の関係もありますので、今後少しそ

こら辺も見据えた検討は必要になってくるかなと考えております。以上

でございます。 

○青原委員長  児玉委員。 

○児 玉 委 員  非常に財政が厳しい状況ですから、利用される方をふやしてできる限

り市税の投入を抑えたいということになるんだろうと思うんですが、単

純に考えれば、昨年の数字で見てみれば、4,500万円ぐらい市税を投入

しているということになると、単純に3万人で考えれば1人当た1,500円

ぐらいの負担額が出るわけですね。市税から投入しておると。というよ

うなところをしっかりと市民の皆さんに言っていかないと、安いからど

んどん土日もやってくれとかいう要望がどんどん出てくるんだろうと思

うんですよ。そういった広報のあり方というのをぜひ検討していただき

たいと思うんですが、いかがでしょうか。 

○青原委員長  山平政策企画課長。 

○山平政策企画課長  おっしゃるとおりだと思います。なお、今後もさらに利用者の増を図

っていくということで、これまでも当初1日160人という平均利用者数の

目標を持っておりましたけれども、現在181人と、改めた目標を少し上

回ったかなと。 

 平成27年度はこれを185人に持っていくという目標を立てております。

これもずっと同じ状況が続いておりますけれども、できるだけ利用者の

皆さんにも利用便については少し早目に予約をいただいて、あいてる便

が少しありますから、特に月曜日の朝一番の便であったりというのはも

のすごく密集しておりますし、そうでない便もあります。そこら辺のと

ころも自分の生活のリズムの中であいてる便に極力乗っていただくとい

うようなことも考えていただく中で利用者の増を図っていきたいと。そ

うした広報、ＰＲも取り組んでいかなくてはいけないと思っております。

以上です。 

○青原委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 下岡委員。 
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○下 岡 委 員  50ページの、のどごえ公園の複合遊具のことですが、点検は年何回さ

れるのかと、事故がなかったのかということ。 

 もう1点は、58ページのまちづくりサポーター保険なんですが、事故

が4件あったと書かれておりますが、どのような事故があったのかお聞

かせください。 

○青原委員長  山平政策企画課長。 

○山平政策企画課長  50ページの土師ダム周辺整備事業の、のどごえ公園に設置をいたしま

した複合型遊具でございますけれども、何人が利用されておるかという

ところまで把握できてないんですが、大変たくさんの皆さんに利用をい

ただいて、隣接しておるサイクリングターミナルのほうへもかなりの来

訪者がいらっしゃると聞いております。 

 なお、先ほど御質疑いただきました点検でございますけれども、年1

回行っておるということと、通常は毎日始業点検といいますか、日常点

検ということで管理者のほうで点検、確認をしていただいておるという

状況でございます。詳細につきましては担当が商工観光課のほうに移っ

ておりますので、私のところでその程度しかお答えすることができませ

ん。以上でございます。 

 58ページ、まちづくりサポーター保険事業で傷害事故が4件あったと

いうふうに記述をいたしておりますが、前のページ、56ページをごらん

いただければと思いますけれども、ここにまちづくりサポーター保険事

業の給付状況を書いております。傷害事故は1件でございます。賠償事

故が3件、合計4件でございまして、58ページの記述に誤りがございます。 

 なお、傷害事故につきましては、宮祭りの清掃活動中に階段から落下

されて腰の骨を折られたということがございました。ちょっと後遺症が

残ったということで、給付額も少し高くなっております。そのほかのも

のにつきましてはいろいろな活動作業等においての、例えば、草刈り中

にガラスに石が飛んでいったとか、そうした形で賠償をしたものが3件

ございます。以上でございます。 

○青原委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 玉重委員。 

○玉 重 委 員  47ページの自治懇談会の状況で、昨年、自分も一般質問をさせていた

だいたんですが、この内訳を見ると、やはり吉田町と甲田町と、去年質

問させてもらったときは美土里町もされておったんですが。総括のとこ

ろでは、市民からの意見や提案を的確に把握するために広聴活動を行っ

たと書かれておるんですが、ここを見れば吉田町の住民の意見はかなり

聞かれておるかなと思うんですが、その辺もかんがみて各町1カ所ぐら

いは行政としてもしていく意思があるのか。振興会から要請があればや

るというのはわかっておるんですが、要望がないだろうから今やってな

い状況だと思うんですが、今後、その辺行政側から積極的に聞きに行く

という考えがあるかどうかというのが、1点。 

 55ページになるんですが、こちらに関連しておるんかもしれないです
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が、まちづくり委員会のほうで地域の課題や住民の意向、市の施策に反

映するために委員会があるということで、こっちのほうから一応市民レ

ベルの議論と協議を重ねたと書いてあるので、そういうところで全地域

の市民の意見を聞いたと行政が判断されておるのか、ちょっとその辺の

流れと考え方をお伺いします。 

○青原委員長  山平政策企画課長。 

○山平政策企画課長  47ページに記載しております、まちづくり懇談会の状況でございます。

議員御指摘いただきますように、開催地域が固定化しつつあるという状

況が確かにあります。 

 市といたしましては、やはり開かれた行政、あるいは市民の皆さんと

協働したまちづくりを進めていくということでこの懇談会を開催するよ

うにしておりますので、そういった観点からも振興会の皆さん等にはこ

うした懇談会を開催しましょうという話はこれまでも継続しております

が、やはりもう少し踏み込んで一緒になってやっていくということで今

後も一層取り組みを強化にしていきたいと考えております。 

 なお、まちづくり委員会のほうで議論いただき提言を受けておるから、

この懇談会はこの程度でよかろうというような考え方は毛頭ございませ

んので、申し添えます。以上です。 

○青原委員長  玉重委員。 

○玉 重 委 員  今答弁いただいて大体理解したんですが、その中で気になったのが、

今回まちづくり委員のほうではお太助フォンを活用してもらうための取

り組みと空き家対策の有効利用、調査協議を行っておるみたいですが、

要は、市民の声を的確に把握して市の施策に反映させる上で、結果論で

もう間に合わないんですが、今回ちょうど安芸高田市総合計画をつくっ

ておられるんですけれども、実際、こういう委員会とか自治懇談会をし

て各地域でそういう声を聞いて総合計画をつくるのが望ましいんじゃな

いかと感じましたので、その辺を伺いました。それと、我々議会のほう

で、各地区でやってる議会報告会の中で吉田一極に集中しておるじゃな

いかという意見が各地区で出るんですね。そういう声を聞くと行政のほ

うも振興会から申請だけじゃなしに、みずから各町1カ所はやっていく

必要があるのかなということを感じましたので、市民の声として。そう

いうことで、もう一度お伺いします。 

○青原委員長  武岡企画振興部長。 

○武岡企画振興部長  玉重委員の御質疑にお答えをいたします。 

 合併後においては、支所別懇談会という形でずっと開催をしてきてお

りました。しかしながら、合併10年を契機に、年を追うごとに参加者が

非常に少なくなってきたということがございまして、今は全体の懇談会

ということで、支所別ごとじゃなしに全体の中で懇談会を設けさせてい

ただいております。そこで合併直後はいろんな地域の課題もあったり、

市民の皆さんの意見もありましたので、ずっと支所別に開催しておった

んですが、そういう状況になったので全町・全市で1カ所でやりましょ
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うということでなっております。 

 そういうことで、決してないがしろにするとかいうことではございま

せんので、全市、「オール安芸高田」ということで市長が申しておりま

すように、そういう視点で今後もやっていきたいと。 

 ただ、今のようにそれぞれの地域振興会ごとにこういった懇談会の開

催をされておりますので、機会あるごとに、もしそういった御要請があ

ればいつでも出向いて行ってそのときのいろんな課題があると思うんで

すね。そこらをテーマに出向いていって地域の皆さんと懇談をさせてい

ただきたいと思います。 

 支所別懇談会だったんですが、今はテーマ別懇談会ということでその

ときのいろんな政策課題とか、そういったものについてを議題にして全

市民の皆さんにお集まりをいただいて懇談をするとそういう形で開催を

しておりますので、支所別ではないんですが、そういう形で展開をして

おりますので、御理解をいただきたいと思います。 

○青原委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 藤井委員。 

○藤 井 委 員  未来創造事業についてお伺いをいたします。 

 この間の全員協議会でも第4回の東京公演をやるという報告をいただ

きましたけれども、これだけ1,000万円の予算を組んで、効果がどうあ

ったのかと。今まで3回全て、そういう効果を出してきてると思うんで

すが、とりわけ25年度、ことしの1月にやりましたけれども、そこらあ

たりの効果としてはどのように考えておられるのか、お伺いします。 

○青原委員長  山平政策企画課長。 

○山平政策企画課長  先般の全員協議会におきましても、この間の取り組みの状況、成果に

ついて御報告をさせていただいております。ちょっと資料を持ってない

んですけども、文化的価値の高いものであるとか、国・県との関係の構

築であるとかということはさることながら、4万、5万と、全国的にイン

ターネットによる放映を見ていただき、安芸高田の神楽を知っていただ

いておるという状況もございます。何と言っても、特にこの東京公演は

ＰＲということに趣をおいて進めておりますけれども、直接の観光者数、

とりわけ中部以東における観光客数は伸びを見せておるというような状

況もあります。さらにこの間の取り組みの中で関東に在住されておる安

芸高田市の出身、あるいはゆかりの方々によります応援の会というもの

を組織していただくことができました。これは大きな成果であったと思

いますし、今後、本市の事業展開を図っていく上でも大きな力になって

いただけるものと思っておるところでございます。以上でございます。 

○青原委員長  藤井委員。 

○藤 井 委 員  今までの成果ということで歌舞伎に引けをとらない、芸能であるとか

国の関係省庁そこらの構築ということでございますが、招待客は1回の

公演で何名ぐらい招待しているのか。例えば、今まで招待された方の参

加実績ですね。また代理人も含めてどれだけ来られているのか。 
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 それと先ほどもありましたように、中部以東から来訪者が大体1万

5,000人増加した。増加したのか、来訪者が1万5,000人だったのか。こ

の1万5,000人という根拠ですよね。さっきも若干関連質問があったんで

すけれども、そこらあたりはどのような根拠で示されているのか、お伺

いしたいと思います。 

○青原委員長  山平政策企画課長。 

○山平政策企画課長  東京公演の招待客数でございますけれども、150名程度、詳細の資料

を持ち合わせておりませんので。 

 なお、中部以東の来訪者がふえたと。1万5,000人という数字をあげて

おりましたが、これは1万5,000人ほどふえたということです。以上でご

ざいます。 

○青原委員長  藤井委員。 

○藤 井 委 員  150名というのは、1公演で150名、昼夜やるわけですから2公演あわせ

て300名ということですか。そこの確認と、1万5,000人増加したという

ことですよね。そこらあたりの具体的な、この1万5,000人増加した根拠

ですね。数字の根拠と何名から1万5,000人増加したのか、累計ですね。 

○青原委員長  山平政策企画課長。 

○山平政策企画課長  東京公演の招待者につきましてはトータルで150名ぐらいに案内をし、

来訪いただいております。 

 それから先ほどの観光客数でございますが、この観光客数は先ほど来

申し上げておりますように、各施設等のデータを県でまとめて統計にし

ておるという状況であります。 

 1万5,000人と申しましたが、これは実は年によってはもう少し伸びて

おる年もございます。何を基準にして申しておるかといいますと、この、

未来創造事業に取り組む前の平成22年度の数値と比較をしまして、平成

25年度の数値が1万5,000人ほど増加しておるとなっております。最も多

い年っていうのは、平成22年度のほうが少しまだ多かったと全体的には

そういうこともございますけれども、その年、その年によって少し差が

ありますから、平成25年度と比べたときに1万5,000人ということでござ

います。以上でございます。 

○青原委員長  数字を把握しておられる方が答弁をしたほうがいいんじゃないですか。

ある程度の資料は持って来とってもらわんと答弁になりませんので、持

ち合わせがないということがないように一つお願いをしておきたいと思

います。 

 藤井委員。 

○藤 井 委 員  わかれば、後で教えていただければ、それで結構でございます。 

 先ほどの答弁では、招待客が150名参加とお伺いしたんですが、招待

状を何名出して、そのうちの150名が来たという形でよろしいんですか。 

○青原委員長  山平政策企画課長。 

○山平政策企画課長  招待をさせていただいた人数はもっと多くございまして、実際に来訪

いただいたのが150名程度ということでございます。以上です。 
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○青原委員長  藤井委員。 

○藤 井 委 員  この間、全員協議会の資料で第4回の東京公演の収支計画書案を見て

みますと、ここには入場料収入が300万円なんですよね。会場が610名で

すか。600人としても昼夜で1,200人。1,200人のうち招待状を200人に送

れば200の席を空けとかんといかんわけですから、残り1,000名というこ

とで、おおむね指定席料金が小中学生を除いて3,000円ですから300万円

の収入というところはわかるんですが、招待状を出して来られてないと

ころは当然、空席になるわけですよね。そういったところを今まで3回

やってきましたので、招待状を出してどこが来てるのか来てないのか、

そこらの掌握は多分できてると思うんですよ。そういった資料もあれば

提出をしていただければと思います。 

 それと、単純に収支計画書1,000万円、去年も前年度もそうなんです

けれども、広報計画もいろいろ新聞、テレビ、ラジオでのＰＲであると

か、都内要所へのポスターやチラシ、事前事後の番組誘致とか、ここら

は広報経費であるとか政策運営経費450万円も組んでおりますが、そこ

らで多分やっていかれると思うんですけれども、ここの支出の部分で職

員関係の旅費、出張旅費、ここらは多分入ってないと思うんですよね。

ここの収支計画案以外で市としての支出がおおむねどれぐらいあるのか、

わかりますか。 

○青原委員長  武岡企画振興部長。 

○武岡企画振興部長  おっしゃるとおりで、職員の旅費についてはこれに入ってございませ

んので、その分だけは別途必要です。今その金額については手持ちにご

ざいませんので、後ほどまたお知らせをさせていただきます。 

○青原委員長  藤井委員。 

○藤 井 委 員  今まで3回もやってますから、そういった資料はすぐにわかると思い

ますので、先ほど申し上げた資料につきましては提出をいただきたいと

思います。 

 そういうことを含めて、今回4回目の東京公演になるわけですが、目

的もいろいろ書かれておりますけれども、きょうの冒頭でも財政分析の

中でも話がありましたけれども、財政的に大変厳しくなると。こういっ

た点を今後しっかり経費削減に努めていかんといけんという話が出てま

したよね。私はやったらいけんと言ってるんじゃないですよ。東京公演

をやったらいけんと言ってるんじゃないですが、先ほど申し上げました

ように、経費の削減、こういったことにも努めていかないけんと。全国

にＰＲすることもいいですが、全国に神楽というのはあちこちにあるん

ですよね。なぜ安芸高田の神楽を全国にＰＲしていかないけんのか。こ

れはあくまでも郷土芸能ですよ。郷土芸能はきちんと伝承もしていかな

いけんし、守っていかないけん。そういうところはわかるんですけれど

も、これだけの予算を費やして、その効果を、さっきもありましたけれ

ども観光消費額、これも上乗せせんといけんという反省点も述べられて

いるんですが、こういったことも当然必要でありますけれども、費用対



52 

効果、そういったものを考えていくとどうなんだろうかと。果たしてい

つまで続けていかれるのか、そういったところも含めて答弁をいただき

たいと思います。 

○青原委員長  武岡企画振興部長。 

○武岡企画振興部長  委員の御指摘のこともわからんこともないんですが、先ほどもありま

したように、観光消費額も18億円ということで1億円ばかり上がってき

ておると。また入り込み観光客数も1万5,000人ということでこれもまた

ふえておるということ。やはり神楽甲子園も含めて安芸高田市が全国に

神楽を発信する中で、そういった効果は表れていると思っております。 

 行政改革と一体的なお話もされましたが、やはり行革は行革として取

り組むと。しかし一方では、安芸高田市を売り出していくと。隣の邑南

町の石橋町長さんもおっしゃっておりましたが、「何もしないところに

は何も動かない」ということで、今後人口減少が進んでいく中で、移住

も含めた人口増対策をするには、安芸高田市を売り込んでいくというこ

とも非常に大切だろうと思います。ですから、始末をする時は始末をす

る。一方で安芸高田市を売り込んでいってそういった移住も含めた人口

増につながるような取り組みもしていかないと、何もしなかったら何も

動かないんですね。ですから、そういうことは私どものほうはやはり重

点施策として取り組んでまいりたいと思っております。 

○青原委員長  藤井委員。 

○藤 井 委 員  何もしないと何も動かない、それは当然のことですが、行革も含めて

1,000万円という費用をかけて、その費用対効果がどうなのかと。安芸

高田市民にアンケートでもとられてますか。安芸高田市民3万人がこの

神楽東京公演に対してどういう思いを持っておられるか、そこらもきち

っと検証していかないと、この予算を組んだ意味がないんですよ。財政

的にも厳しいわけでしょう。そういう意味から、やっちゃいけんと僕は

言っておりませんよ。こういう費用対効果をどう考えておるんかと。笑

っておられますけど、そこらを検証してどうなんかということを聞いて

るんですよ。やめることも大きな決断ですよ。安芸高田市民3万人がど

のように思われているのか。人の質問のときに笑って失礼なことですが。 

○青原委員長  浜田市長。 

○浜 田 市 長  費用対効果は出てないっていうんじゃないんです。安芸高田市でレオ

リックとかサンフレッチェ、この神楽があるからこんにちの安芸高田市

があるんですとそう思っています。 

 これ、私の政策のマニフェストなんですよね。責任を持ってやってる

んですよ。私、これがうまくいかなかったら次の選挙ないですよ。これ

が政策というものですよ。途中の段階で市民にアンケートで聞きますけ

ど、大抵の人は皆、賛成してくれてますよ。自信があります。議員さん

も、例えば議会のほうで東京公演をやめるというのは一つの手法ですよ。

それをもしやるなら、私も真剣に考えていきますよ。一議員さんが言う

たけ、こんな大きなことをやめること自体がまた失礼になると思います。
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毛利元就とかサンフレッチェとか神楽、サッカーとかハンドボールとい

うのは、安芸高田市の宝だと思っています。これを生かさんと何を生か

すかということなんです。反対はしてないとおっしゃいますけど、結果

的に今そういうことをおっしゃるので、そういうことは注意していきま

すけど、私の施策としてやっているので、これがもし反対だったら、市

民の意見も聞きますけど議員さん方もそういう表現をしてもらっても結

構でございます。今回の予算、反対だとおっしゃっても結構です。ただ

そういうことにならんと思いますよ。9割の人は皆賛成ですよ、このこ

とについて。そう思っていますので御理解をしてもらいたいと思います。 

 決して、市民がどう思ってるんかじゃないですよ。これは私の政治生

命をかけてやってるわけですから。私、ちゃんと選挙をやってるわけで

すから。皆さんと同じ立場ですよ。理解をしてもらいたいと思います。

もしこれが嫌なら、議会のほうから議決をしてもらうとか、市民の方々

からやめなさいって言ってくるとか、そういうことがあると思いますけ

ど、今のところそういうことはないと思ってるんです。逆にこの安芸高

田市が日本に発信するいい機会を得て、私は神楽文化じゃないんですけ

ど、やってるうちに手応えを感じてます。ブログでもいっぱいタッチし

てます。甲田の梨を売ろうと思ってもインターネットを開いてくれませ

ん、安芸高田市では。神楽では開いてくれるんです。ただ、これをうま

く利用するかどうかというのは我々職員がこれから考えていかないけん

と思います。こういう効果があるということだけは御理解をしてもらい

たいと思います。 

○青原委員長  山平政策企画課長。 

○山平政策企画課長  先ほど来訪者数の件で御質疑いただきましたけれども、平成22年度で

中部以東が1万1,000人でございます。平成25年度で2万6,000人というふ

うになっております。1万5,000人の増ということでございます。以上で

ございます。 

○青原委員長  藤井委員。 

○藤 井 委 員  市長の政策だというふうに言われました。9割以上の人が賛成だと。

そういう根拠もないわけですよね。検証も何もしていないわけですよ。

これはもう市長が感じてる部分で、実際その根拠というのは全くないわ

けですよ。我々も市民からいろんな声を聞きますよ。聞きますけど、私

は9割以上の人が賛成してるとは私は思っておりません。だから、きち

んと過去の検証もしっかりしながら、安芸高田市をＰＲするのはいいで

すよ、別に。各関係省庁とも構築されたと言われておりますけれども、

何人の方が構築されておるんですか。具体的なアンケートもきちんとと

って検証されてるんですか。 

○青原委員長  浜田市長。 

○浜 田 市 長  さっき9割と言ったのは言葉のあやでございますけれども、過半数の

人は私は賛成していただいていると思っています。これ、一々私のマニ

フェストについてアンケートをとるということは、これはしなくてもい
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いと思います。これは市民の方々が次の選挙のときに判断されればいい

ことであって、私の判断でやってるわけですから。 

 例えば、議員の皆さんがこのことについて全部反対というなら謙虚に

受けとめて、このことをまた選挙に打って出てから否決されたらお互い

に総辞職しましょうとかそういうことになると思いますけど。例えば、

ここでみんなに聞いたら過半数の人はそう思ってないと思いますよ。言

われんだけであって。だから、市民の人が言われるとおっしゃるんだけ

ど、そういう人がおったら私のところへ話をしてもらったら、私が的確

に説明しますから、そういう市民の方がおったら私のところへ来てもら

ってください。決して恥をかけんように丁寧に説明いたします。もし私

が間違ってたら、ちゃんと謝りますので。市民の方、市民の方と言われ

ますけど、そういう方はちゃんと言うてください。ちゃんと丁寧に説明

したいと思いますので。さっきは9割と言いましたけど、過半数の方は

賛成と思っていますので御理解を賜りたいと思います。 

○青原委員長  皆さんにお諮りをしたいと思います。先ほど藤井委員が資料提供をさ

れた件ですが、皆さんが必要であれば委員会として資料請求をしたいと

思います。どうですか。 

 過去3年間の執行部の経費、全体の経費等々についての資料請求をど

うしますか。個人にしてもらうのか、委員会でしてもらうのかというの

をお諮りをしたいと思います。委員会でしてもらいたいという方は挙手

をお願いしたいと思います。じゃ、個人でいいですね。わかりました。 

 資料提供のほうは藤井委員のほうへ提供してください。 

○青原委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 前重委員。 

○前 重 委 員  47ページから48ページにかけての広報広聴事業費というところでござ

います。公式のホームページ、この辺は随時どんどん更新をなさってい

ただいておるという状況の中で、市民の方もほとんどということじゃな

いですが、入られている方に対しましてはこうしたところをしっかりと

見ていただいておる状況ではないかなと考えます。 

 そこの中で1点お聞きするんですが、年末の休暇ですね。29日から1月

3日までの期間にこのホームページが全然更新がなされないという状況

だと思うんですが、この辺はいかがなものかなと。やはりまずもって新

年を迎える、1年の計は元旦にありということもあります。ここには浜

田市長、また塚本議長さんの1年間の抱負が述べられておりますね。こ

こをやはり市民の方々は1年の計ということで元旦の日に見られる方も

おられるんじゃないかと。特に、県外に出られてる方々については、こ

うしたところの情報が特に必要ではないかと考えるわけです。そうした

中で、これもちょっと市民の方からあったんですが、ことしの1月の形

であれば、開いた途端、25年の元旦の内容がまだ載っとったよというと

ころがありました。 

 市民の方につきましては、広報あきたかたが12月の第4週に配られる
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ので皆さん拝見することができますが、今も執行部のほうから話があり

ますように、安芸高田市をどんどん広めていこうという考えであれば、

この1年の計の元旦の日にこうしたところの更新は必要ではないかなと

考えるわけですが、その辺の答弁は。 

○青原委員長  山平政策企画課長。 

○山平政策企画課長  やはりあらゆる情報は的確に迅速に流していく必要があると思います。

有効な情報については議員御指摘いただきますように、正確に早く出し

ていけるように今後も努力をしてまいりたいと思います。以上です。 

○青原委員長  前重委員。 

○前 重 委 員  特にこの県北3市の中では他市の情報は1日に情報が更新されておるよ

うな状況がありますので、やはりそこにおくれをとらないということも

含めて、災害とかが起きるとすぐにそういう情報は流されるわけですね。

皆さんが市に対してそうした1年の思いをどう持っているかというとこ

ろになると、1番大事なところは、ここはおくれてはいけないんじゃな

いかなと思いますので、その辺また検討をお願いしておきます。 

○前 重 委 員  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○青原委員長  質疑なしと認め、これをもって、政策企画課に係る質疑を終了いたし

ます。 

 ここで、企画振興部全体にかかる質疑を行います。質疑はありません

か。 

  〔質疑なし〕 

○青原委員長  質疑なしと認め、これをもって、全体質疑を終了し、企画振興部の審

査を終了いたします。 

 ここで2時10分まで休憩といたします。 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午後 １時５４分 休憩 

      午後 ２時１０分 再開 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

○青原委員長  休憩を閉じて、再開をいたします。 

 これより、会計課の決算について審査を行います。要点の説明を求め

ます。 

 広瀬会計管理者。 

○広瀬会計管理者  会計課が所管をいたしております、決算状況についてでございますが、

会計課は出納事務が主で事業を所掌しておりませんことから、決算書に

より御説明を申し上げます。 

 初めに、歳入でございます。決算書の53、54ページをお開きください。 

 下段の20款諸収入、2項、1目の市預金利子は694万6,607円を収入いた

しております。これにつきましては、歳計現金の収支状況に応じて余裕

資金を短期の定期預金により運用していた預金利息収入でございます。 

 続いて、歳出の御説明をいたします。69、70ページをお開きください。 
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 中ほどにございます、総務費、4目の会計管理費でございます。支出

済額は392万36円で、主な支出といたしましては、7節賃金151万1,487円

は会計課職員の育休代替臨時職員1名分の賃金でございます。 

 11節需用費35万9,030円は、歳入歳出決算書及び税外収入徴収簿など

帳票類の印刷製本費が主なものでございます。 

 12節役務費175万9,819円は、金融機関への口座振替手数料等でござい

ます。 

 13節委託料28万3,500円は、ＷｉｎｄｏｗｓＸＰサポート終了に伴う

決算書作成ツールの電算システム改修費でございます。 

 以上で会計課に関する決算内容の説明を終わります。 

○青原委員長  これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○青原委員長  質疑なしと認め、これをもって、会計課の審査を終了いたします。 

 次に、行政委員会総合事務局の決算について、説明を求めます。 

 大野行政委員会総合事務局長。 

○大野行政委員会総合事務局長  それでは、行政委員会総合事務局にかかります、決算の概要について

御説明を申し上げます。最初に、選挙管理委員会事務局が所掌しており

ます事務事業の決算の概要につきまして、主要施策の成果に関する説明

書で御説明を申し上げます。 

 説明書の42ページから44ページをお開きください。 

 最初に、選挙管理委員会費でございます。選挙管理委員会費につきま

しては、選挙管理委員会の開催に係る事務や選挙人名簿の登録、抹消な

どの選挙人名簿調整に係る事務が主な内容となっております。 

 平成25年度の選挙管理委員会の開催状況といたしましては、開催が19

回、審議されました議案数が196議案となっております。一般職員の人

件費を除いた事業費といたしましては、選挙管理委員4名に対する報酬

75万6,000円が主なものでございます。 

 次に、選挙啓発費でございます。選挙啓発費は、安芸高田市明るい選

挙推進協議会が行います、啓発事業に対する補助金29万595円が主な支

出となっております。 

 次に、農業委員会委員選挙費でございます。農業委員会委員一般選挙

は、平成25年8月18日告示、同月25日執行の日程で行われましたが、い

ずれの選挙区においても届け出のあった候補者が選挙すべき委員の数を

超えておりませんため、投票は行いませんでした。なお、吉田、八千代

選挙区におきましては、当選人が1名、選挙による委員の定数に達して

おりません。支出経費の主なものは、投票用紙の印刷に係る経費9,450

円でございます。 

 次に、参議院議員選挙費でございます。参議院議員通常選挙は、平成

25年7月4日告示、同月21日に執行の日程で行われました。職員人件費を

除いた支出経費の主なものは、投票所、期日前投票所に係る経費が354

万611円、ポスター掲示場関係が301万1,988円、入場券はがき等の郵送
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費が115万2,368円、会場に係る経費が38万2,200円でございます。 

 次に、広島県知事選挙費でございます。広島県知事選挙は、平成25年

10月24日告示、11月10日執行の日程で行われました。職員人件費を除い

た支出経費の主なものは、投票所、期日前投票所に係る経費が469万

1,501円、ポスター掲示場関係が267万7,332円、入場券はがき等の郵送

費が113万1,182円、開票に係る経費が18万9,650円でございます。 

 最後に、成果及び今後の課題につきましては、特に課題についてです

けれども、選挙の結果を選挙人に対して速やかに知らせるため、また開

票事務従事者の負担軽減や開票経費削減の効果も期待できるため、開票

時間の短縮に向けた開票作業等の改善を継続して行う必要があると考え

ております。 

 以上で、選挙管理委員会事務局の決算の概要説明を終わります。 

 続きまして、監査委員事務局公平委員会及び固定資産評価審査委員会

の決算の概要につきまして、御説明を申し上げます。 

 主要施策の成果に関する説明書には記載がありませんので、平成25年

歳入歳出決算書により御説明を申し上げます。最初に、公平委員会から

御説明を申し上げます。75、76ページをお願いいたします。 

 上段にあろうと思いますけれども、公平委員会は職員の勤務条件など

に関する措置の要求を審査し判定し、及び必要な措置をとり、また職員

の不服申し立てに対しては採決または決定をし、職員の苦情を処理する

機関であります。平成25年度におきましては、これらに該当する事案は

ありませんでした。公平委員会費の支出総額18万960円のうち主な経費

は、委員3名の4日分の日額報酬11万2,000円でございます。 

 次に、固定資産評価審査委員会費を御説明申し上げます。79、80ペー

ジをお願いいたします。 

 中段になろうと思いますけれども、固定資産評価審査委員会は法令に

基づき固定資産課税台帳に登録された評価額に関する審査の申し出に対

して審査し、決定する機関でございます。平成25年度は審査の申し出は

ありませんでした。固定資産評価審査委員会費の支出総額6万3,880円の

うち主な経費は、委員3名の2日分の日額報酬5万6,000円でございます。 

 次に、監査委員費を御説明を申し上げます。83、84ページをお願いい

たします。 

 下段になろうと思いますが、監査委員は法令に定められた権限に基づ

き行政が公正で合理的・効率的に行われているか、定期的に行財政に係

る監査を行うほか、毎月の出納検査、年1回の決算審査などを実施して

おります。 

 また、平成25年度には市長からの要求に基づく監査を平成26年度にか

けて実施しております。一般職員人件費を除いた監査委員費の支出総額

120万4,500円のうち主な経費は、監査委員2名の月額報酬98万4,000円で

ございます。 

 以上で監査委員事務局、公平委員会及び固定資産評価審査委員会の決



58 

算の概要説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○青原委員長  これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 前重委員。 

○前 重 委 員  44ページの開票事務所用時間というところで、参議院と広島県知事が

25年に執行されて、年々と時間が短縮をなされております。これには敬

意を払うような状況であります。これを県内の市町で比べると大体安芸

高田市としては状況的にはどういう状況にあるか。ここら辺をやはり市

民の方々に上位にあるよということがわかれば結構違うんじゃないかと

思うんですが、その辺はわかりますか。 

○青原委員長  大野行政委員会総合事務局長。 

○大野行政委員会総合事務局長  残念ながらといいますか、現在のところ、県内市町との具体的な比較

等につきましては行っておりません。県のほうに問い合わせをすればあ

る程度の資料はあるのかと思いますけれども、それについてこちらのほ

うで具体的に積極的に、そういうことでの比較はまだ現在やっておりま

せん。以上でございます。 

○青原委員長  前重委員。 

○前 重 委 員  せっかくこうして時間を短縮なされておるというところは凄く評価す

るところであると思うんですよ。やはりこういうこうしたところを県内

市町でも上位ですよというところはある程度把握されて、これからも短

縮に向けて取り組んでいただければと思います。 

○青原委員長  大野行政委員会総合事務局長。 

○大野行政委員会総合事務局長  前重委員御指摘のとおりですので、今後、県内等の状況も把握しなが

ら、また開票の短縮に向けて邁進してまいりたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

○青原委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○青原委員長  質疑なしと認め、これをもって、行政委員会総合事務局に係る質疑を

終了いたします。 

 ここで説明員交代のため、暫時休憩をいたします。 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午後 ２時２０分 休憩 

      午後 ２時２１分 再開 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

○青原委員長  休憩を閉じて、再開をいたします。 

 これより、消防本部・消防署の審査を行います。概要の説明を求めま

す。 

 久保消防長。 

○久保消防長  それでは、消防本部が所管いたします、常備消防費の決算概要につい

て御説明申し上げます。 

 歳入歳出決算書119、120ページをお開きください。 

 歳出でございますが、9款、1項、1目常備消防費、予算現額4億59万
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4,000円に対し、支出済額3億9,032万2,137円で、不用額は1,027万1,863

円でございました。常備消防費のうち3億2,982万8,187円が一般職員の

人件費で、予算全体の84.5％を占めております。一般職員人件費を除く

6,049万3,950円のうち、支出の主なものは消防救急無線デジタル化整備

に係る実施設計に要する経費でございます。 

 以上、簡単でございますが、概要説明とさせていただき、詳細につき

ましては、所長及び担当課長が説明をいたしますので、よろしくお願い

します。 

○青原委員長  続いて、消防総務課の決算について説明を求めます。 

 杉田消防総務課長。 

○杉田消防総務課長  それでは、平成25年度の決算のうち消防総務課が所管をいたします、

消防総務管理事業費について、主要施策の成果に関する説明書に基づき

まして、説明をさせていただきます。説明書の160ページをお開きくだ

さい。 

 消防総務管理事業費の決算額は2,304万3,421円でございます。まず、

実施内容の消防職員研修事業についてでございますが、この事業は消防

職員の火災救急救助、予防業務等の専門知識と各種技能の習得を目的に、

毎年計画的に実施している研修事業でございます。 

 昨年度は広島県消防学校の初任教育課程や救急救助、危険物、中級幹

部課などの専門教育の課程へ、述べ24名の職員を入校させております。

さらに、技能の習得を目的にクレーンの運転免許、小型船舶や潜水士の

免許取得等に参加させ、資格の取得を図っております。 

 支出の主なものにつきましては、救急救命士要請に要する費用をはじ

め、消防学校入校の負担金や各種講習会への参加負担金及び旅費等が主

なものでございます。 

 次に、②職場環境等整備事業についてでございます。消防職員の消防

活動に必要な被服とか装備品等の更新整備や消防庁舎等の維持管理、修

繕を行いました。主な支出につきましては、被服、装備品等の更新整備

に係る経費、光熱水費、さらに消防庁舎の機械設備や電気設備の保守点

検委託料が支出の主なものでございます。 

 次に、③消防総務事業についてでございますが、この事業は消防年報

をはじめとした消防データの公表や人事管理、予算管理、職員に関する

各種表彰等のいわゆる総務事務でございます。支出の主なものにつきま

しては、消防総務課が管理しております公用車のリース代や燃料費、図

書費などが支出の主なものでございます。 

 次に、成果及び今後の課題についてでございます。成果としましては

消防学校等に計画的に入校させ、消防業務に必要な知識、技能の習得、

並びに業務に必要な資格を取得させ、人材育成の強化を図ってまいりま

した。一方、課題としましては、職員の段階的な定年退職がまだ続く中

で、若手職員の知識や技術の伝承と有資格者の養成が引き続き必要とな

っております。 
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 また、高齢化が進む中で救急件数の増加が予想され、救急救命士の定

年退職を見通した新たな救命士の養成や救急処置範囲の拡大など高度化

する救急業務に対応するための追加講習とか再教育等、さらなる研修が

必要となってまいります。 

 以上で消防総務課所管の主要事業の説明を終わります。 

○青原委員長  これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○青原委員長  質疑なしと認め、これをもって、消防総務課に係る質疑を終了いたし

ます。 

 次に、予防課の決算について、説明を求めます。 

 近藤予防課長。 

○近藤予防課長  それでは、予防課が所管しております火災予防事業費について、主要

施策の成果に関する説明書に基づき説明をさせていただきます。説明書

の160ページから162ページになります。 

 火災予防事業費の決算額は、225万3,330円でございます。歳出の主な

ものは消防関係業務指導員報酬、火災予防に係る消耗品などでございま

す。また、財団法人自治総合センターから助成を受け、甲田町上甲立に

あります甲立保育所の幼年消防クラブに鼓笛セットを整備しております。 

 実施内容でございますが、建築物、危険物規制事業として建築物の消

防同意、危険物、高圧ガス及び火薬類の許認可事務、安芸高田市危険物

防火安全協会の支援や防火等推進事業補助金の交付等を行っております。

火災予防事務事業として事業所の立入検査、防火指導、火災原因調査等

を行っております。処理した件数につきましてはお手元の件数のとおり

でございます。 

 成果といたしましては、老朽化した危険物施設からの漏えい事故が増

加していることから、危険物の規制に関する規則等が改正されました。

これにより、危険物地下タンクの設置年数等に基づき流出防止対策を講

じることが必要となり、該当施設の86.7％が改修されました。引き続き、

新たに該当する施設の指導をいたします。また、効率的な査察を行うた

めに、査察の優先順位を定めるなど査察の基本方針を策定いたしました。 

 また課題といたしましては、高い専門性を要する業務が多くなってお

り、勉強会や講習会等への参加を積極的に行うとともに、現場教育でス

キルの向上を図るなど、早期に若手職員を養成する必要があることや住

宅用火災警報器の設置率調査方法が改正され、新たな調査方法を用いて

調査するための詳細を検討することが必要であることをあげております。 

 以上で予防課所管の主要事業の説明を終わります。 

○青原委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 玉重委員。 

○玉 重 委 員  原因不明の火災の2件はどんな火事なんですか。 

○青原委員長  答弁を求めます。 

 近藤予防課長。 
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○近藤予防課長  不明の2件についてでございますが、火災が発生しますと火災調査を

行っております。しかしながら、火災の原因が特定に至らなかった火災

でございます。以上です。 

○青原委員長  この分については守秘義務というのがありますので、恐らくそこに係

るんじゃなかろうかと判断しますので、この辺で答弁を。 

○青原委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○青原委員長  質疑なしと認め、これをもって、予防課に係る質疑を終了いたします。 

 次に、消防課の決算について、説明を求めます。 

 益田消防課長。 

○益田消防課長  消防課が所管しております、消防活動管理事業費及び消防資機材整備

事業費について、主要施策の成果に関する説明書に基づき説明させてい

ただきます。162ページをごらんください。 

 消防活動管理事業費の決算額は、967万6,128円でございます。通信指

令関係は適正な通信指令業務と機器の管理を行うもので、通信指令施設

運用に伴う通信運搬費及び通信指令台や無線設備の保守点検委託料が主

なものです。 

 ページ下段をごらんください。消防活動関係は広域的な災害や消防本

部単独では対応が困難な災害に対し、各消防機関が相互応援協定に基づ

いて連携を図るものでございます。各種防災訓練等の参加に伴う旅費や

小規模備品の購入及び救急業務における広島圏域メディカルコントロー

ル協議会に対する運営負担金等が主なものでございます。 

 成果及び今後の課題でございます。成果としましては、航空隊とのヘ

リ合同訓練やドクターヘリ合同訓練を行い、若手職員の知識、技術の習

得に努めました。また、中国・四国緊急消防援助隊合同訓練等に職員を

参加させることで、他部隊との連携や隊員の知識、技術の向上が図られ、

災害への対応能力をさらに高めることができました。 

 課題といたしましては、引き続き、通信指令員の技術向上に努めると

ともに、通信指令員以外の若手職員も119番の受付勤務ができるよう育

成強化を図ってまいります。 

 163ページをお開きください。消防資機材整備事業の決算額は1,854万

円でございます。消防救急無線デジタル化整備の実施設計及び同事業支

援業務でございます。 

 成果といたしましては、消防救急無線デジタル化整備の業者を設計、

施行、一括プロポーザルで選定したことにより事業費の低廉化、整備工

事の単年度施行が可能となり、工期の短縮が図られました。なお、現在、

年度内完成、試験運用に向けて整備工事を進めているところでございま

す。 

 以上が、消防課所管の主要事業の説明でございます。 

○青原委員長  これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 先川委員。 
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○先 川 委 員  先般、向原町で1人大けがをしてドクターヘリが来て一命を取りとめ

たと。先般、退院されまして、本当に感謝されておりました。 

 この際、ドクターヘリか吉田病院とかいう判断はどなたがされるんで

すか。 

○青原委員長  益田消防課長。 

○益田消防課長  ドクターヘリの要請及び搬送の判断は、要請につきましては119番受

信時に指令係員が病気、けがの状況を聴取いたしまして、即時に要請す

ることもございます。また、現場へ到着後、救急救命士のほうがヘリ要

請の必要を判断しますと現場から指令台を通してドクターヘリの要請を

行うようになっております。以上です。 

○青原委員長  先川委員。 

○先 川 委 員  その際に、ヘリポートが安芸高田市の吉田に2カ所ありますが、あの

場合は向原の運動公園へ着陸したわけですね。ほんと近くのほうがいい

わけですよね。消防士さんのそのときの説明では、吉田まで20分ぐらい

行くから20分ぐらいしたら大学病院のほうから、あるいは県病院のほう

から20分ぐらいしたら来るからと、そしたら吉田へ行くんだなと思って

たんだけど、やはり近くのほうがいいんですね。向原の。その辺は消防

のほうでは判断はされないと思うんですが、多分ドクターヘリの操縦士

さんのほうが判断されるんだと思うんですが、どこへ着陸するかという

のはその辺は誰がどう判断されるんですか。 

○青原委員長  益田消防課長。 

○益田消防課長  ドクターヘリのランデブーポイントということになろうかと思います

が、距離、時間等を勘案し、基本的には、また散水等の必要性のことか

ら、安芸高田市消防ヘリポートまたは北部地域におきましては元ニュー

ジーランド村の駐車場を基本選択としておりますが、ケース・バイ・ケ

ースで、これまでも向原の運動公園の駐車場にドクターヘリの機長判断

で着陸をしたり、また甲立多目的広場の駐車場にドクターヘリ機長判断

で着陸を行ったりしております。上空から機長が降りれると判断いたし

ましたら、基本的には制限はございません。現場の救急隊もしくは警戒

隊のほうではなかなか指定のほうはできませんが、ドクターヘリの機長

またはドクターと連絡を密に行いながら、ランデブーポイントのほうは

選定をいたしております。以上です。 

○青原委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○青原委員長  質疑なしと認め、これをもって、消防課に係る質疑を終了いたします。 

 次に、警防課の決算について、説明を求めます。 

 中迫消防署長。 

○中迫消防署長  続いて、警防課の所管します現場活動事業費について、主要施策の成

果に関する説明書に基づき説明をさせていただきます。164、165ページ

になります。 

 警防課が所管する現場活動事業費は、火災をはじめとする各種災害出
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動及び救急出動に伴う経費で、決算額は698万1,071円となっております。 

 支出の主なものは、救急消耗品等の購入、消防車、救急車の整備費や

救急資機材の修繕料及び消防車、救急車の燃料代となっております。平

成25年度中の活動件数は記載のとおりで、火災出動が25件、救急出動が

1,419件などとなっております。応急手当の講習会は89回実施し、2,687

人の方が受講されています。 

 成果としては、応急手当の普及啓発事業により救命処置が必要な傷病

者への現場での応急処置が実施率が64.5％と全国平均の44.3％を上回っ

ております。 

 一方、課題としまして、応急手当の講習は自主防災会や事業所などの

団体からの応急手当の講習会の要望により、団体が用意された会場での

講習会へ職員を派遣するという格好でしておりましたので、個人での受

講希望には対応できていませんでした。国がインターネットを利用し、

講習時間を2時間に短縮した新たな応急手当ＷＥＢ講習を示したことか

ら、毎月第3日曜日の午前午後各1回の定期講習をはじめ、個人での講習

希望者の受け入れを始めましたが、講習希望者が少なく、定期講習が開

催できない月があったと。引き続き広報に努め、参加者をふやすよう周

知を図っていく必要があると考えております。 

 以上が、警防課所管の主要事業の説明でございます。 

○青原委員長  これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 前重委員。 

○前 重 委 員  165ページの成果と課題のところの下のところをちょっとお聞きした

かったのですが、火災等の災害と同時に救急事案、こういう救急に関す

るときに、やはり24時間体制でおられた中では職員数がなかなか回り切

っていないような状況にあるように感じるわけですが、この辺はいかが

ですか。 

○青原委員長  中迫消防署長。 

○中迫消防署長  平日、日中におきましては、災害対応で10名確保しております職員が

火災出動等へ出動しましても、残りで内勤の事務をしております職員が

同じく救急の資格とかそういったものを持っておりますので、平日の日

中についてはすぐに対応できるということですが、土曜・日曜とか夜間、

これは10名、最低人員が泊まっております。火災出動で8名が出て、119

番の受付とか指令をするのに2名残っております。これが手いっぱいで、

火災出動を受けた瞬間に非番者を招集しておりますので、これに5分か

ら10分かかってきますとある程度人数がそろってきますので、それくら

いちょっと出動がおくれるということはありますが、そういうふうに対

応しております。以上です。 

○青原委員長  前重委員。 

○前 重 委 員  こういう事態というのが、消防署としてつかさどる機能の一番大事な

役目のところだと思うんですね。ここの土日の対応がなかなか難しいと、

今の答弁の中でもあったわけですが、こうしたところを含めて、皆さん
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御承知だと思うんですが、県内でやはり人口に占める職員の割合という

ものは、救急消防隊員ですね、この辺はやはり、備北の組合または広島

市消防組合に比べたら少ないような状況にあると思うんですが、その辺

の形として職員のそういう増に対してはいかがなもんなんですかね。こ

ういったことをおろそかにすると、今後、市民にある程度の対応策がお

くれていくんじゃないかと考えるわけですが。 

○青原委員長  久保消防長。 

○久保消防長  ただいまの御指摘の件ですが、確かに年間数回はございます。ただ、

これを救急車1台、確実に火災があったときにも出れるようにするとい

うことになりますと、24時間365日、救急車1台分を動かすのに、最低で

も職員が10名必要になります。この10名を常時雇用して年数回のものに

対応するのがいいのか。人の命の重さは何物にもかえられないという重

い命題がありますが、一方では、行政として費用対効果、まさに安芸高

田市は行財政改革の真っただ中です。そういったときに、そこまでのコ

ストをかけて備えるか、という非常に大きな問題であろうと思います。

先ほど署長が説明しましたが、現状では若干のおくれはございますが、

近隣に職員も居住しております。こういった非番職員で何とか対応して

おるというのが現状でございます。御理解をいただきたいと思います。 

○青原委員長  前重委員。 

○前 重 委 員  ここの今年のデータと昨年のデータを比較しますと、今の救急出動状

況なんかでも減ってきているということは、皆さんがある程度コンビニ

みたいな受診をなくすと言うのではないですが、そういった形で、自分

の命は自分で守るというところも普及してきているのかなと感じるわけ

です。 

 しかし、やはり、こういうとっさの場合、重なるときというのはいず

れか起きてくると考えるわけですね。そうしたことはある程度、まあ限

界が私はあるんではないかと感じるわけです。確かに人口は減ってきて

おります。3万人を切るという状況ではいたし方ないかなと思うんです

が、しかし、そういうところをやはりしっかりと位置づけをしていく状

況では、こうしたところはおろそかにはできないのではないかと考える

わけです。また、こういうところが何件か出ているということは、今後、

高齢化になるにつれてふえる確率も高くなってくるのではないかと考え

るわけです。やはりこうしたところも含めて、執行部、消防署の方も、

考えるところはしっかりと意見具申をして言っていただければと思うん

ですが、その辺の考えは。 

○青原委員長  久保消防長。 

○久保消防長  まさに御指摘いただいておるところは非常に我々も理解できるところ

ではございます。 

 つい先立っても、火災と救急ではございませんでしたが、救急だけが

同時に5件発生して、予備車も含めて、さらに、北部の分駐所が閉所し

ている時間帯でございましたので、北部分駐所長が1人おりましたので、
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これに運転させ、本署から応援の2名を出して、現地で救急隊を編成し

て対応しました。しかも予備車を使っても4台しかございません。5件目

の救急は、「今、全部出払っている」ということで、しばらくお待ちい

ただいたという案件がございました。御指摘いただいているように、ど

こまでを備えればいいのか、ということは非常に難しい問題です。 

 現在、国のほうが、以前は3万人を超えるごとに救急車を1台整備しな

さいということで、超えなくなったらじゃあ救急車は1台に、今、安芸

高田市は本署に2台と北部分駐所に1台ございますが、本署の1台を減す

のかというような国の定めがありましたが、やはり、過疎高齢という地

方の実態を勘案されたのか、今度の改正案では、2万人台になっても救

急車2台あってもいいよという改正になるような状況です。ですから、

人口が減ったから救急車を減らそうという従来の国の考え方も変わって

おるということで、現在、安芸高田市は目の前に3万人を切る事態が迫

っておりますが、救急車2台で対応できる状況がしばらくは続くんだな

と安堵しておるところです。 

 先ほどの、最初の話に戻りますが、どこまでを備えるのがいいのか、

万全をどこに見るのか、というのは非常に大きな問題ですので、議員の

皆様を含めて、市民の皆様の声をしっかり受けとめて検討してまいりた

いと思います。以上です。 

○青原委員長  前重委員。 

○前 重 委 員  これは本当にですね、市民も考えなくてはいけない形だと私は考えま

す。 

 今言われているように、確かに広域化になってきていると思います。

中国道も通っております。二次圏域の今の三次・可部、こうしたところ

にも出向いて救急車を走らせていかなければいけないということでは、

職員さんに大変なる御労苦があってるんじゃないかと察知するわけです

ね。やはり非番でも出てこなければいけない状況があっとるんではない

かと考えるわけですね。やはりそうしたところはしっかりと上に向けて、

横におられる市長も含めて、しっかりと提言していっていただければと

思います。 

 しかしそうかといって、むやみやたらに私はふやせということを言っ

ているわけじゃないんです。ただし、そういう今の近隣市町のことを考

慮すると、そうしたところを含めて、しっかりと検討を要する時期が来

たのではないかと考えますので、ぜひともそういう市民に負担がかから

ない状況のうちに、ある程度の計画を持って対応されることを強く要望

しておきます。 

○青原委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○青原委員長  質疑なしと認め、これをもって、警防課に係る質疑を終了いたします。 

 ここで、消防本部・消防署全体にかかる質疑を行います。質疑はあり

ませんか。 
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 熊高委員。 

○熊 高 委 員  2点ほどお伺いしたいと思います。消防本部、消防署は災害時の司令

塔になるような位置づけにあります。財産管理課あるいは総務のほうで

聞いたんですが、緊急の停電時に自家発電の施設、これは消防署は市役

所とは当然別になってると思うんですが、その体制の点検、そういった

ものは万全にされておるか、お聞きしたいと思います。 

○青原委員長  杉田消防総務課長。 

○杉田消防総務課長  ただいまの御質疑ですが、当消防本部におきましては、消防署利用危

険物の地下タンクを保有しております。1,900リットルの重油を使用し、

自家発が3日間程度持つシステムになっております。定期点検につきま

しては毎月定期点検を行っております。以上でございます。 

○青原委員長  熊高委員。 

○熊 高 委 員  了解しました。これは屋上というか、当然、上のほうにあるんですね。

お伺いします。 

○青原委員長  杉田消防総務課長。 

○杉田消防総務課長  自家発は屋上にございます。 

○青原委員長  熊高委員。 

○熊 高 委 員  わかりました。 

 次の質問に移ります。先ほど前重委員のほうからもあったんですが、

人材という部分ですね。非常に御苦労されているということは十分承知

をしておりますが、160ページの人事評価制度ということを構築すると

いう中、試行マニュアルをつくってこれからやっていくということです

が、非常に多岐にわたる専門職も含めてあると思いますので、こういっ

た取り組みの指針というのはどのように持っておられるのか、お伺いし

たいと思います。 

○青原委員長  杉田消防総務課長。 

○杉田消防総務課長  人事評価制度のことについてでございますが、この人事評価制度につ

きましては、管理職につきましては、平成24年度から市と一緒に行わさ

せていただいております。そして、非管理職につきましては、平成26年

度、今年度から試行的に実施をしております。以上でございます。 

○青原委員長  熊高委員。 

○熊 高 委 員  先般、川根のほうで江の川に転落といいますか、その関係で水死をさ

れた事故がありましたけれども、そのときに多くの消防署の皆さんに来

ていただいて、特に潜水隊の皆さんもあんなにたくさんの人数が潜水で

きるような技術を持っておられるという体制ができておるということに

びっくりしたり、頼もしく思ったような次第です。そういった状況を見

るにつけ、やはり肉体的なものが消防というのは大きく左右するんです

ね。そういった意味で、今の評価というのが、ただ机上の評価だけでは

非常に難しいんじゃないかなということも含めて、そういった観点をど

のように見ていかれるのかという点も再度お聞きしたいと思います。 

○青原委員長  杉田消防総務課長。 
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○杉田消防総務課長  ただいまの御質問でございますが、能力評価につきましては、市のほ

うが4項目に分かれておるわけですが、当消防本部におきましては、兼

職の職員だけちょっと特化して、災害対応能力という項目を設けさせて

いただいております。これによって評価をしていきたいということで試

行的に運用しております。以上です。 

○青原委員長  熊高委員。 

○熊 高 委 員  年齢と肉体が並行して評価できるとは限らんと思いますけれども、そ

ういったところをどう見るかというのは非常にこれからの職員の皆さん

の意識の高揚といったものにも影響してくると思いますので、そこらを

しっかりした対応をしていただきたいと思います。人数全体の問題も含

めて、その能力をどう生かすかということにもなろうと思います。 

 先ほどの救急の業務のときに、これはうわさで聞いたのではなくて私

がちょうど地域の人に同行していて吉田病院の救急での待合室で直に聞

いた言葉ですけど、先生と看護師さんの会話の中に、ある介護施設が、

そこの介護施設の人員が少ないから、この際救急車を呼ぶんだというよ

うなことをされるんだというようなことが会話の中であったんですね。

そのとき私は何も言いませんでしたが、そういう救急車の利用というの

が本当にあるなら、そういう施設、あるいは市民にも当然ですけど、救

急車の利活用というのはどういうふうにしていただきたいか。今のよう

に人員も限られた中でやるということになれば、そういった視点で皆さ

んも協力いただきたいということも、これは一つの人員が少ない中でや

るための必要なＰＲといいますか、そういったことにもなるんではない

かと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。 

○青原委員長  久保消防長。 

○久保消防長  御指摘いただきました介護施設への救急対応ということでございます

が、当然、安芸高田市内には複数の介護施設がございます。もちろん軽

度なものについては、そこの施設の職員さんで対応されておるんだろう

と思いますが、やはり意識レベルが低下したとかいうような案件になる

といろいろな介護施設から救急の要請があるのもまた事実でございます。

そういったところを対応させてもらっておる中で、俗に言うタクシーと

かそういうような使い方はないと感じております。重篤な状態の方がほ

とんどですので、やはりそれは救急車でいち早く医療機関へ搬送せない

けんのだろうなという事案が多いです。 

 先ほどもちょっと質問があったかと思いますが、コンビニ救急とかい

うような話も出ておりましたが、全国平均と比較しまして安芸高田市の

軽傷の救急患者数は非常に少ないです。やはり昔ながらの田舎の耐えが

たいという気持ちがおありなのか、かなり症状が重くなるまで救急車を

呼ばれない。もうちょっと早く呼んでくれたらいいのにねというような

事案も結構ありますので、さっきの介護施設のところにしても施設の職

員さんで対応し切れなくなったから救急を要請されたというのがほとん

どだと認識しております。以上です。 
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○青原委員長  熊高委員。 

○熊 高 委 員  確認したことではないので、これ以上言いませんけど、タクシーでも

いいのにねという看護師さんの声があったんですよ。ですから、タクシ

ーがわりに使ったというように私は聞こえたので、日にちも時間もはっ

きりしてますから、そこにいらっしゃった看護師さん、医師も私ははっ

きり覚えていますから。そういったことが事実であれば、やはり我々も

ぎりぎりの状況で運営してるんだから、というそういう指導をするとい

うことを強く要望する必要があると思うんですね。そういった点検もあ

わせて、そういう人事管理の中でぎりぎりやってるんだけどというよう

なことも理解していただきながら、しっかりと伝えていくということが

大事かなという気がしますので、そこらの取り組みをしっかりとしてい

ただくように要望しておきます。 

○青原委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○青原委員長  質疑なしと認め、これをもって、全体質疑を終了し、消防本部・消防

署の審査を終了いたします。 

 ここで説明員交代のため、3時15分まで休憩といたします。 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午後 ３時００分 休憩 

      午後 ３時１５分 再開 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

○青原委員長  休憩を閉じて、再開をいたします。 

 これより、市民部の審査を行います。概要の説明を求めます。 

 小笠原市民部長。 

○小笠原市民部長  それでは、市民部におきます平成25年度決算の概要を説明いたします。 

 平成25年度の市民部における歳入につきましては、市税の収納率の向

上に努め、滞納整理に努めております。 

 次に、窓口業務のワンストップ総合サービスについては、関係課と連

携のもと、迅速かつ正確な業務を目指し、また本庁窓口業務の一部を民

間委託し、総合案内、住民票、印鑑登録証明書などの申請受付と引き渡

し事務、手数料の収納等を業務委託して、市民の皆様へ満足いただける

サービスの向上に努めてまいりました。 

 あじさい聖苑の開始に伴い、死亡受付から火葬、霊柩、葬儀場の利用

に至る新たな管理とサービス提供に努め、人生の終えんにふさわしい場

づくりに努め、指定管理業者及び市内葬斎業者と協議・調整を行いなが

ら、市民の皆様から改善等の声を検討・実施してまいりました。 

 ごみの削減対策においては、資源ごみの集団回収及び廃食油の回収を

通じたリサイクル事業など、ごみの減量化とリサイクル、リユース、リ

デュースの活動を進めているところでございます。 

 また、再生可能エネルギービジョン策定へ向け、市内に既存する再生

可能エネルギーについて、大手民間業者と協定書を交わし、市有施設の
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屋根や遊休未利用市有地に太陽光発電設備を設置することで、施設等の

有効活用とクリーンエネルギーに対する市民への啓発と情報提供を進め

てきたところでございます。 

 多文化共生推進事業では、昨年多文化共生プランを策定し、市の職員

研修をはじめ、市民の皆様の理解を広めるための講演会、研修会を開催

し、多文化共生の意義と必要性等の普及を図る所存でございます。 

 また、懸案の住宅新築資金の貸付事業の滞納整理につきまして、私債

権の取り扱い条例の規定により未整理であった困難債権の一部について

一定の整理ができました。 

 以上、概要を説明しました。詳細は、担当課長から御説明をいたしま

す。 

○青原委員長  続いて、総合窓口課の決算について、説明を求めます。 

 高松総合窓口課長。 

○高松総合窓口課長  総合窓口課が所掌しております、戸籍住民基本台帳事務及び国民年金

事務にかかわります事業について報告をさせていただきます。お手元の

主要施策の成果に関する説明書59ページをごらんください。 

 安芸高田市におきましては、まず住民基本台帳事務でございますが、

皆さん御承知いただいておりますように、先ほど部長も申し上げました

が、ワンストップ総合窓口サービスを開始しており、市民の皆様に迅速

で正確、かつ丁寧な対応を目指して取り組んでおるところでございます。 

 また、窓口業務の一部民間委託を行っております。総合案内を含め住

民票、印鑑証明などの交付の受付と引き渡し、また転入・転出などの住

民異動の届け出の受付及び入力、また手数料の収納などを業務委託して

おるところでございます。また、支所で入力しておりました戸籍届出書

についても、平成24年度より本庁での一括入力ということにしておりま

す。 

 平成25年度の事業といたしましては、外国人登録事務が住民基本台帳

事務へ移行したことに伴いまして、平成25年7月8日付で本市に在留して

おります外国人に対しまして住民票コード、11桁の番号でございますが、

これを付番させていただき、通知を行ったところでございます。これに

よりまして、外国人市民も住民票が日本全国どこでも本人確認ができれ

ば、広域交付が可能ということが実現しております。 

 また、平成25年度におきまして、戸籍副本データ管理システムの導入

及び住民基本台帳ネットワークシステムの更新業務を行っており、個人

情報の一層の保護、及びセキュリティ対策の確保を行っておるところで

ございます。 

 決算額につきましては、戸籍住民基本台帳費は3,236万9,719円でござ

います。参考資料としましては、平成25年度の手数料の各種集計表を載

せさせていただいております。 

 成果及び今後の課題でございますが、成果としましては、市役所内関

係各課との緊密な連携によりましてワンストップ総合窓口を実施してお
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ります。お客様に各課を覚えていただくのではなくて、市職員が率先し

て動き、迅速かつ丁寧な窓口対応ができておるということで、来庁され

ます市民の方にも大変高い評価、喜んでいただいておるというふうに承

知しております。 

 課題としましては、本庁に事務が集中する傾向が見られることに伴い

まして、支所との業務の連携及び各業務における事務処理能力向上のた

めの職員研修が必要であると考えております。 

 続きまして、62ページをお開きください。国民年金事務費にかかわる

ところでございます。 

 国民年金事務でございますけれども、厚生労働省年金局及び日本年金

機構との法定受託事務でございます。国民の共同連帯、世代間扶養の仕

組みなどを一層定着させるため、日本年金機構三次年金事務所と市が連

携をさせていただきまして、市民一人一人の年金相談などを行っている

状況でございます。決算額につきましては、17万1,322円でございます。

役務費などが主なものでございます。表としましては、国民年金の被保

険者の状況を参考までに載せさせていただいております。1号の国民年

金被保険者は、人口の減少等もございますが、若干減というような状況

もございます。なお、国民年金事務費委託金につきましては、平成25年

度、523万9,026円の委託費を受けております。 

 成果及び今後の課題でございますが、年金事務所と連携し、市広報に

よる年金制度の周知を図るとともに、本庁、各支所窓口での年金相談受

付と説明を丁寧に行い、納付率等のアップにつながる取り組みを行って

まいったところでございます。 

 課題としましては、引き続き、公的年金制度への理解を広げていくた

めの広報活動が一層必要であると考えております。 

 以上で、総合窓口課にかかります報告を終わらせていただきます。 

○青原委員長  これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 前重委員。 

○前 重 委 員  59ページの戸籍住民基本台帳費の決算ですが、前年度と比べて約倍か

かっておりますね。これは多分、戸籍副本データの管理システム導入と

か書いてありますので、その更新とかの費用が入ってきているのかなと

思うのですが、ここの説明と、今の手数料の集計表、本庁全市とあるわ

けですが、これが必要なのかどうか。もう10年たったわけですから、

「オール安芸高田」と市長も言っておるわけですから、この辺はそうい

う形で、もう考えを新たにしていくのがベターじゃないかと考えますが、

まずその2点。 

○青原委員長  答弁を求めます。 

 高松総合窓口課長。 

○高松総合窓口課長  まず最初の1点目、決算額についてでございます。3,236万9,719円の

中で主なもの、やはり御指摘いただきましたように、システム改修等の

業務委託料でございます。一番大きいのはシステム改修に直接はかかわ
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りません。これは総合窓口の民間委託、これが1,102万5,000円です。こ

れが一番大きいです。 

 それと、成果の説明書の中にも記載させていただいておりますが、戸

籍副本データの管理システムの導入。これは3年前の東北大震災で関係

庁舎が戸籍データを消失するという大変重大な状況に至りました。この

ことを受け、法務省のほうで全国的に戸籍データ、日々更新しておりま

す、今パソコンで管理しておりますが、それを日々日本の東西1カ所、

法務局のほうで副本データとして日々の更新データを管理していこうと。

貴重なデータでございますので、そういうシステムの導入、これにかか

わります経費が561万150円かかっております。 

 また、住基ネットにかかわります機器の更新、及び生体認証にかかわ

りますセキュリティのアップ、ここらのシステム改修経費が412万6,500

円かかっております。これなどが主なものでございます。 

 2点目でございますが、手数料の集計表の表記の仕方でございますが、

御指摘いただきましたように、10年経過でございますので、この参考資

料の作成につきましては議員御指摘の趣旨を十分踏まえて、今後検討し

てまいりたいと思います。ありがとうございます。以上でございます。 

○青原委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○青原委員長  質疑なしと認め、これをもって、総合窓口課に係る質疑を終了いたし

ます。 

 次に、税務課の決算について、説明を求めます。 

 中山税務課長。 

○中山税務課長  それでは、税務課が所掌します賦課徴収事業費について説明を申し上

げます。 

 主要施策の成果に関する説明書の59ページの下段をごらんください。

税務課といたしましては、滞納整理本部の実施方針に基づいて、市民の

負担の公平、自主財源の確保ということでこの1年間取り組んでおりま

す。 

 事業費といたしましては、4,187万1,280円でございます。取り組み状

況といたしましては、まず滞納整理本部が実施しております夜間休日納

付相談と、税務課独自で夜間電話催告、差し押さえ、それと平成25年度

におきましては、平成27年度の評価替に向け標準宅地の鑑定評価、路線

価評価業務を実施しております。 

 成果といたしましては、次の60ページになりますけれども、収納率に

つきましては前年よりは下がりましたけれども、国民健康保険税におき

ましては、現年度の収納分を目標としております96％以上を確保したと

いうことでございます。この収納率は県内でも3位という形になってお

ります。また、納付の多様化ということで、平成25年10月から毎月第4

木曜日に夜間納付窓口を開設しております。これは、6回で延べ29人の

利用がございました。 
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 課題といたしましては、職員の育成と徴収技術の向上等でございます。

引き続いて研修会のほうに参加して、最新の情報を共有することが必要

と考えております。また、差し押さえにつきましても換価が容易な預貯

金等をやっておりますけれども、残高不足ということが見えてきました

ので、新たな滞納処分の手法の導入ということで担当職員のスキルアッ

プを図るということを目標としております。 

 また、税務課のほうで夜間納付窓口を開設いたしておりますけれども、

まだ納税義務者の方のニーズというのは多様なものがあるというふうに

考えておりますので、これにつきましても費用対効果を考慮に入れて、

引き続き検討する必要があるというふうに思っております。 

 以上で、税務課が所掌するものについての説明を終わります。 

○青原委員長  これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 前重委員。 

○前 重 委 員  先ほどのところで言いました、4,200万円というところが、昨年度か

ら4倍ぐらいの金額になっておるわけですが、この理由を。 

○青原委員長  答弁を求めます。 

 中山税務課長。 

○中山税務課長  前重委員の御質疑ですが、まずこのものにつきましては、先ほど説明

いたしました、平成27年度の評価替に向けた土地の標準宅地の鑑定評価

及び路線価評価に係る委託料でございます。 

 内容といたしましては、まず標準宅地のほうでございますけれども、

全部で327地点で2,197万4,400円でございます。路線価評価につきまし

ては1,058路線、672万円の事業費でございます。以上です。 

○青原委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 藤井委員。 

○藤 井 委 員  滞納整理でございますが、不納欠損等も毎年多額な金額があるわけで

すが、私はこの担当課におかれての滞納整理は、私はよくやっていただ

いておると思いますよ。評価をしたいと思います。引き続き、やって当

たり前と言えばそうかもわかりませんが、しかしそうは言っても、大変

な現場の中で御苦労があると思うんですよね。特に、差し押さえ実施件

数が154件、約600万円の回収額でございますが、この中でいろいろ御苦

労された部分があれば、少し報告をいただきたい。 

 それから、月の第4木曜日ですか、夜間納付窓口を開設して、約延べ

29名となっておりますが、月にすれば2、3名ですか。数的には少ないと

はいえ、私はこの効果というのは大変大きなものがあると思います。利

用数が少ないからということで打ち切らずに、これをしっかりまた市民

のほうへもＰＲし、継続していただければと思っております。 

 問題は課題ですよね。先ほどありました、納付場所や納付時間が限ら

れておると。納税者のそういうニーズに応えていくということで、コン

ビニ納付であるとかいろいろ提案は今までもあったと思いますが、この

ことについても検討と先ほどの答弁がありましたけれども、費用対効果
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ということもありましたが、そこらのお考えがどの程度進んでいるのか、

その点についてお伺いしたいと思います。 

○青原委員長  中山税務課長。 

○中山税務課長  まず最初の差し押さえ等ということでありますが、この中で預金不足

というようなことがあります。我々も滞納者の預金の流れをつかんでい

くわけなんですけれども、やはり今はコンビニでおろされるということ

がありますので、どうしても我々が行った時点では差し押さえする金額

が限られてるとか、なかったとかいうような状態が発生をしてきており

ます。そういった課題の中で預貯金以外に別の方法はできないだろうか

ということで、一応給与のほうもやっておりますけれども、やはりこれ

は会社のほうにその方が滞納しているということを知らせる最終手段で

ありますので、その手前で何とか方法がないだろうかということを今模

索している状態でございます。その中で、今1つ思っているのが、生命

保険ですね。そのほうをどうできるであろうかということで、今研修中

でございます。 

 それと2点目のコンビニ収納。これにつきましては、やはり電算の改

修費とか様式の改正といったところで、今ちょっと手元に数字は持って

おりませんけれども、約3,000万円から4,000万円ぐらいの経費がかかる

ということをいただいております。そういった中で、じゃ逆にそれだけ

の経費をかけるというよりは、やはり口座振替のほうを伸ばしていった

ほうがいいんじゃなかろうかということで、口座振替のお願いというこ

とで、お太助フォンのほうにも放送いたしますし、また督促とか催告、

窓口納付の方にはそういったチラシを今封入して配布をしている状態で

ございます。そういった中で、いつの時点でコンビニということになる

と、これはなかなかさっきも言いました財政上の問題もございますので、

また引き続き県内の情勢を見ながら考えていきたいというふうに考えて

おります。 

○青原委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○青原委員長  質疑なしと認め、これをもって税務課に係る質疑を終了いたします。 

 次に、環境生活課の決算について、説明を求めます。 

 中村環境生活課長。 

○中村環境生活課長  それでは、環境生活課が所掌をいたします事務事業につきまして、御

説明をいたします。60ページの中段をごらんください。 

 結婚相談事業から説明をいたします。この事業、平成21年度から結婚

相談員1名を配置し、週2回火曜日と金曜日に相談窓口を開設しておりま

す。平成25年度は19名の結婚コーディネーターを認定し、カップリング

イベント、月1回のコーディネーター連絡会議を通じて結婚相談と紹介

活動を行いました。その結果、5組が御成婚ということになっておりま

す。 

 続きまして、88ページをごらんください。 
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 環境政策事業費について説明いたします。（1）として平成22年度に

策定した環境基本計画の具現化に向けまして、市民組織「環境もやい☆

安芸高田」を中心に人材の掘り起こしを目的とした学習イベントや竹林

整理の試行、視察研修、第2回の「かんきょうまつり あきたかた」を

開催いたしました。 

 （2）として、再生可能エネルギーの調査、検討につきましては市内

の再生可能エネルギーを調査し、利用可能性について検討を行い、導入

ビジョンとしてまとめたところでございます。この中で、太陽光、バイ

オマスの積極的な活用についてのまとめがされ、水力につきましても継

続して調査、情報収集をしていこうということとしております。 

 （3）として、その導入ビジョンにもございますけれども、地球温暖

化対策の一環として、個人住宅に太陽光発電システムを設置する方に対

して補助金を交付し、普及促進に努めました。なお、平成25年度事業所

におきましてもということで募集をいたしましたが、やはり10キロ以上

は全量売電が基本となるということで、余剰売電での申請はゼロという

ことでございました。 

 続きまして、89ページ中段をごらんください。 

 廃棄物処理対策事業費は、これは不法投棄の防止、環境美化の推進の

ために、市民、地域や公衆衛生推進協議会などの市民団体、あるいは事

業所、商工団体の協力を得まして清掃、美化活動、不法投棄防止パトロ

ール、不法投棄ごみの回収、美化活動に取り組んできたところでござい

ます。 

 下のほうをごらんください。環境保全事業は、（1）といたしまして、

90ページに記載しております、市内の河川の水質検査を行っております。

いずれも環境基準には適合しております。なお、どうしてもし尿、糞尿

に由来いたします大腸菌というのは、いわゆる飲料水に適合するような

基準は満たさないことも多々ございますが、そのほかの危険項目とされ

ておる部分で突出した変化はないということではございますが、今後、

引き続き水質検査により水環境の保全化に努めてまいりたいと思ってお

ります。 

 （2）公害苦情処理件数は表のとおりでございます。 

 それでは、91ページ中段をごらんください。動物管理指導事業費でご

ざいます。狂犬病予防法に基づきまして、飼い犬の登録、狂犬病予防注

射の実施を年2回行いました。また、広島県の動物愛護センターと連携、

協力し、飼い犬、飼い猫、また野良犬、野良猫に関する苦情処理、また

は保護を行いました。飼い主の責任やマナーの向上に向けた広報活動、

あるいはこういった指導も継続して行っていく必要があると認識してお

ります。 

 92ページ、上のほうをごらんください。 

 葬斎場管理運営費について説明をいたします。新葬斎場「あじさい聖

苑」が平成25年4月1日に供用開始いたしました。また、市内4カ所の旧
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火葬場の解体工事を行ったところでございます。その中で、あじさい聖

苑の指定管理を株式会社 五輪に指定管理者として行っていただいてお

りますけれども、この指定管理料につきまして、当初の5,111万1,000円

から水道光熱費、それから燃料費部分を精算して決算を行ったところで

ございます。 

 続きまして、93ページをごらんください。 

 塵芥処理事業費でございます。これは芸北環境施設組合と連携、協力

して分別収集の徹底を図り、ごみの減量化、リサイクルの推進によりま

して、廃棄物の排出抑制とごみの徹底処理を図ってまいりました。分別

方法の徹底など、引き続き広報やチラシによる周知広報を行ってまいり

たいと思いますし、または転入された方に対するごみ出しルールの徹底

も、引き続きここは強化してまいりたいと思っております。 

 （2）ごみステーションの設置推進につきましては、ステーションの

新規増設に対しまして補助金の交付を行ってまいりました。 

 （4）といたしまして、ごみの減量化・資源化のため、生ごみ減量化

対策といたしましては、生ごみ処理機の購入に対する助成事業を行い、

またごみの資源化対策といたしましては、地域の資源回収団体などが行

います、古紙、アルミ缶、スチール缶、ペットボトルの回収に対しまし

て、1キロ当たり10円の助成によりごみの減量化・資源化を推進してき

たところでございます。その成果につきましては、それぞれ表のとおり

でございます。資源回収団体は年々増加をしておりますけれども、回収

量が頭打ちというような状況でございます。ただ、民間のスーパーなど

が古紙の回収あるいは廃食油の回収を進めていただきまして、そういっ

たところも足していくと、そういった資源回収のリサイクルは市全体と

しては数字があがっているというところでございます。今後も市民とと

もにごみの減量化・資源化には引き続いて取り組んでまいりたいと思っ

ております。 

 以上で説明を終わります。 

○青原委員長  これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 久保委員。 

○久 保 委 員  93ページの塵芥処理事業費のうち、芸北広域環境施設組合の負担金の

支払いですが、25年度が前年よりは1,000万円近くふえている、となっ

ておりますが、私の認識の中では年々負担金は減るという認識がありま

したので、そこの詳細を。将来の延命化のための積立金が増加をしてい

るとか、例えば次の課題のところで言えば、家庭系のごみは減少にある

けど事業系のごみ、要するに搬入量がふえているからこの負担金がふえ

ているのか、そこのとこをお聞かせください。 

○青原委員長  中村環境生活課長。 

○中村環境生活課長  ごみの処理量、総体としては年々増加をしておるところでございます。

しかし、ごみ処理にかかわる費用のうち、設備の改修とかそういったも

のを除くとそこまで金額は変わっていないというのが現状でございます。
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そういった中で、これ確かに3カ年を見ますと年々増加しておりますが、

この中の主なものは、やはり設備の大きな改修に伴うものでございます。

平成25年度は、これは25年度、26年度と1つずつやるんですけども、い

わゆるピットから炉の中に入っていくその投入口の修繕が主なものでご

ざいます。これが総額では約5,000万円くらいかかっているというとこ

ろでございます。金額的には大きいんですが、定期的に修繕を加えて行

って、延命化を図っておる状況の中で、どうしてもでこぼこが出るとい

うのがまず1点と、やはりもっと大きな修繕をということで、基金3億円

までを何とか基金として造成するということで、いわゆる繰り越し分に

つきましても一定程度、基金のほうへ積みましをしているという、おっ

しゃったとおりの状況であります。以上です。 

○青原委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 前重委員。 

○前 重 委 員  91ページの公害苦情処理件数のところで、昨年と比べて倍以上、件数

がふえておるわけですね。この原因というものは何ですか。 

○青原委員長  中村環境生活課長。 

○中村環境生活課長  騒音苦情につきましては、平成25年度、確かにふえておるというふう

に私たちも実感をいたしました。やはり工場の出す騒音というものが多

かったというふうに認識をしております。私どものほうからその工場の

ほうへ出向いて、その騒音規制地域内であれば強い指導ができるんです

けれども、地域外につきましても行政指導というところでお願いに行っ

ておる状況でございます。その中で感じたことでございますが、やはり

景気が上向いてきたことによる長時間の操業。ですから、今までは5時

までで操業をとめておったところが、どうしても9時までやらなきゃい

けなくなったといったところで、5時まではこらえるんだけどもそこか

ら先はやはり苦情となって現れてくるという件数が多かったと認識して

おります。以上です。 

○青原委員長  前重委員。 

○前 重 委 員  これは具体的に工場とあるんですが、大体工場というものは、そこに

建てられる前に市民の方々に理解をいただいて建っている形じゃないか

なと考えるわけなんですが、そうしたことが今に対してどうなのか。ま

たこれが解決できているのか、今の回答を聞きよると、まだまだ解決に

至ってないという状況なのかなと思うんですね。その辺は今どういう対

応でやられているか。そして、この騒音でもある程度、私が聞いた中で

は、国道の工事の関係で工事箇所の騒音とかも出ておるんじゃないかな

とちょっと危惧したんですね。その辺は出てなかったですか。その2点

か3点、お伺いいたします。 

○青原委員長  中村環境生活課長。 

○中村環境生活課長  騒音規制区域以外におきましても、やはり騒音で迷惑を受けておられ

る市民の方がおるということで、私どもは出向いてその騒音の低減につ

いてお願いをしておるところでございます。そういった中で、解決とい
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うか、防音をしっかり強化して解決をしたという事案がその中では1番

でございます。また、壁を高く上げて防音効果を高めたと。 

 また先ほど国道とおっしゃられましたが、国道の騒音の苦情も1件ご

ざいました。そこはいわゆる防音シートを後からつけて、しっかりと防

音をしていただいたというのが状況でございます。ただ、全く音が聞こ

えないということにはならず、やはり多少の音は漏れますけれども、従

前に比べると随分と軽減するということで何とか我慢していただいてお

るというのが状況でございます。 

○青原委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 石飛委員。 

○石 飛 委 員  91ページの動物管理指導事業費のところの課題の部分なんですが、課

題の、特に登録した飼い犬の死亡届が出てないということの周知徹底と

いうようになっておるんですが、この辺を詳しく説明をいただければと

思うんです。というのは、これ届け出されてる犬の死亡届が出てないよ

と。亡くなっているにもかかわらず、でもなおかつ狂犬病の通知を出し

続けているという状況に捉えていいんでしょうか。 

○青原委員長  中村環境生活課長。 

○中村環境生活課長  狂犬病予防法に基づきまして、犬を飼うときには登録をしていただき、

年に1度は狂犬病の予防注射をするというのが飼い主の義務でございま

す。ですが、しかしながらそういった登録をしておられない犬というの

も時々散見されるところでございまして、そういった犬が迷い犬になっ

た場合とかで、飼い主の元に戻るときには必ず登録を強く指導をさせて

いただいておるところでございます。 

 また、登録している犬が死亡したときには、死亡したことの届け出を

していただいております。この届け出がないと、私どものほうでは把握

できませんので、狂犬病の予防注射の案内を送り続けてしまうというこ

とがございます。そういった中で、寿命が20年を超えたような犬につき

ましては、私どものほうからピックアップして、「生きとってですか」

ということもありますが、時々生存されておることもあったり、そうい

ったトラブルになることもあるんですけれども、広報等を通じて届け出

のほうを呼びかけているところでございます。なかなかその辺の線引き

は難しいところでございます。 

○青原委員長  石飛委員。 

○石 飛 委 員  であるならば、犬の寿命年齢をそちらのほうでチェックされて、「お

かしいよね」という部分は電話連絡するなり、はがきで通知するなり届

け出をするようにも指導はされてるということですよね。 

○青原委員長  中村環境生活課長。 

○中村環境生活課長  いつもということではございませんが、注射のはがきを出しますので、

そのときにそのことを書いて出します。そうしますと、やはり死亡を届

けられるというのは、その狂犬病の予防注射をいついつどこでやります

というその通知を出すときが一番ピークになるということでございます。 
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○青原委員長  石飛委員。 

○石 飛 委 員  お宅の犬がもうお亡くなりでしたかというのを再々に聞くようなもの

でもないので、年に1回確認されれば十分じゃないかなと思うので、そ

んなに課題があるのかなと思った次第なんです。大体内容がわかりまし

たので。でもそこまでされてるんだったら、届け出た犬に対してちゃん

と確認はしてるし、指導もしてるよというような表現のほうがわかりや

すいんじゃないですか。逆に言えば、届け出てない飼い主のほうが問題

だと思います。どうでしょう。 

○青原委員長  中村環境生活課長。 

○中村環境生活課長  犬を飼うときには届け出をしていただくということ、私ども市だけで

はなくもちろん県の動物愛護センター、それから獣医師の方にもお願い

をしておるところでございまして、やはり届けていただくというのを前

提に今後も啓発のほうを続けてまいります。 

○青原委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○青原委員長  質疑なしと認め、これをもって、環境生活課に係る質疑を終了いたし

ます。 

 次に、人権多文化共生推進課の決算について、説明を求めます。 

 野川人権多文化共生推進課長。 

○野川人権多文化共生推進課長  それでは、人権多文化共生推進課が所掌しております事業について御

説明をいたします。主要施策の成果に関する説明書の62ページをお開き

ください。 

 下段のほうになりますが、人権推進事業費でございます。人権啓発、

男女共同参画、青少年育成、多文化共生推進に係る事業が主なものでご

ざいます。 

 （1）人権啓発推進事業は、人権尊重のまちづくり条例に基づきまし

て、人権尊重の社会的環境づくりと人権意識の醸成・高揚のために人権

フェスティバルの開催、63ページになりますが、人権啓発連続講座を開

催し、啓発に取り組んでまいりました。今後とも人権会館や法務局など

の関係機関や関係団体との連携をとりまして、一層の啓発活動に推進を

してまいりたいと思っております。 

 （2）の男女共同参画事業は、男女が平等に参画できる環境づくりの

ため、男女共同参画講演会、市内6会場を巡回してのリレー講座を開催

いたしました。人口減少、過疎化の進行する安芸高田市におきまして、

女性のさらなる社会基盤進出によります地域活性化が必要であり、男女

が互いに協働できる環境づくりのための啓発を推進してまいりたいと考

えております。 

 （3）青少年育成事業でございますが、子どもと若者の健やかな育成

のために、青少年育成安芸高田市民会議、ＰＴＡ連合会、教育委員会と

連携し、安芸高田市子ども・若者育成フォーラム2013を開催いたしまし

た。市内小中学校児童生徒の意見発表等を行い、750名の参加を得るこ
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とができました。 

 （4）多文化共生推進事業でございますが、多文化共生推進課に多文

化共生翻訳・通訳体制を整備いたし、英語、ポルトガル語、中国語に対

応し、行政情報の多言語化と相談を行いました。また、啓発活動といた

しまして、多文化共生リレー講座の開催や、64ページになりますが、一

般啓発として広報あきたかたで啓発に努めるとともに、地域行事などで

外国人市民と交流をする補助事業といたしまして、22件を交付いたしま

した。今後とも一層の交流活動と啓発活動を推進してまいりたいと考え

ております。 

 最後に、下段のほうになりますが、人権会館管理運営費の説明をいた

します。これは市内4カ所の人権会館が行う事業に係るものでございま

す。主には、生活上の各種生活相談業務と教養・文化・福祉活動の支援

を地域のボランティアなどとつながりを持って総合的に行っております。

今後も市内4会館と連携を一層図り、効果的な人権啓発事業を図ってま

いりたいと考えております。 

 以上で、人権多文化共生推進課の説明を終わらせていただきます。 

○青原委員長  これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○青原委員長  質疑なしと認め、これをもって、人権多文化共生推進課に係る質疑を

終了いたします。 

 ここで、市民部全体にかかる質疑を行います。質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○青原委員長  質疑なしと認め、これをもって、全体質疑を終了し、市民部の審査を

終了いたします。 

 以上で、本日の日程は終了しましたので、これにて散会いたします。 

 次回は、24日、午前9時より再開いたします。御苦労さまでした。 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午後４時０２分 散会 

 

 

 


